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第１ 章 

計画策定にあたって    
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１ 計画策定の背景 
 

（１）地域福祉に関する国や香美市の動向 

近年、晩婚化、未婚化や共働き世帯の増加、経済・雇用環境の変化等により、出生数は

減少傾向となる一方で、医療の発達等によって平均寿命は延びており、全国的に少子高齢

化が進行しています。 

また、都市化・情報化の進展、個人の価値観や生活様式の多様化等から、地域における

人と人とのつながり・絆が弱まり、近隣住民との人間関係が希薄になるなど、お互いの顔

が見えにくい状況が広がっています。こうした社会を背景に、虐待や孤立死、消費者被害

トラブル、生活困窮、子どもの貧困といったさまざまな社会課題や生活課題が発生してい

ます。 

これらの課題に対して、生活困窮者自立支援制度や介護保険制度をはじめとして、福祉

施策の創設・改正によって、さまざまな公的サービス（制度）が提供されていますが、必

要なサービスや支援につながらないまま生活困窮に陥る人等もおり、多様化するすべての

課題を同時に解決することは困難な状況となっています。 

平成 23 年３月には、東日本大震災が発生し、地域における支えあい・助けあいの大切

さが再認識されました。助けあいの基盤は、人と人とのつながりであり、地域住民が助け

あいの意識を高め、互いに声をかけあうことが、地域の絆づくりにつながります。 

そのために、地域の人と人のつながりを大切にし、他人を思いやり、誰もが安心して暮

らしていくことができる社会を構築することが求められています。 

香美市（以下、「本市」という。）では、住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らし続

けることができるよう、地域における支えあい・助けあいの推進や、福祉サービスの充実

等を目的として、平成25年３月に「香美市地域福祉計画・地域福祉活動計画」（以下、「第

１期計画」という。）を策定し、市、社会福祉協議会、関係団体、そして市民の参加・協

働による、地域の実情に応じた福祉のまちづくりを進めてきました。 

この度、平成29年度末に計画年度が終了することを受け、一人暮らし高齢者世帯の増加、

孤立死、ひきこもり、児童虐待の増加、貧困の拡大等、多様化する近年のさまざまな課題

に対応し、より一層、協働による福祉のまちづくりを推進すべく、「第２期香美市地域福

祉計画・地域福祉活動計画」（以下、「本計画」という。）を策定しました。 

尚、本計画は、今後ますます重要性が高まる地域福祉を、市と社会福祉協議会の連携の

もと、より実情に即し、有効なものとしていくため、第１期計画同様、「地域福祉計画」

と「地域福祉活動計画」を一体的に策定するものとします。 
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■地域福祉に関する国の主な動き 

 国 の 動 き 

平成 25 年 

（2013） 

・障害者総合支援法（障害者自立支援法の改正） 

 ⇒障害のある人もない人も住み慣れた地域で生活するために、日常生活

や社会生活の総合的な支援を目的とした法律。 

・社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書 

・生活困窮者自立支援法 

 ⇒生活保護に至る前あるいは保護脱却の段階での自立支援の強化を図

るための法律。生活困窮者の自立と尊厳の確保と、生活困窮者支援を

通じた地域づくりを目標としている。 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律 

 ⇒子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよ

う、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とした法律。 

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

 ⇒すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を

理由とする差別の解消を推進することを目的とした法律。 

平成 26 年 

（2014） 

・厚生労働省通知「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画

及び都道府県地域福祉支援計画に盛り込む事項」 

 ⇒市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に、生活に困窮し

ている人の自立に向けた支援について盛り込むことが求められる。 

・「規制改革実施計画」にて全ての社会福祉法人に対して社会貢献活動の

実施が義務づけ 

 ⇒社会福祉法人に対して、地域の福祉ニーズに対応した社会貢献活動の

実施が義務づけられる。 

平成 27 年 

（2015） 

・子ども・子育て支援新制度の導入 

 ⇒地域において、子育て家庭や子どもを見守り・支える体制の整備が 

求められる。 

平成 28 年 

（2016） 

・障害者差別解消法 

・障害者総合支援法の一部改正 

 ⇒障害のある人の尊厳を尊重するとともに、その地域生活を地域全体で

支えていくことが求められる。 

・社会福祉法の一部改正 

⇒社会福祉法人制度の改革において、地域における公益的な取り組み

（社会福祉事業及び公益事業を行うにあたって、無料または低額な料

金で福祉サービスを提供すること）が責務として規定される。 

平成 30 年 

（2018） 

・改正「児童福祉法」一部施行予定 

 ⇒障害のある子どもへの支援について、多様化するニーズに対応するた

めサービスの新設や拡充が図られる。 

・改正「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

（障害者総合支援法）一部施行予定 

⇒障害のある人の地域生活を支援するサービス（自立生活援助）が創設

される。 
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（２）本計画における重要な視点 

国では、平成28年に『「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部』を設置し、「地域共

生社会」の実現を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに位置づけています。また、平成

29年２月には、「地域共生社会」の実現に向けた改革工程が示されました。「地域共生社

会」とは、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育成し、福祉等の公的サービスと協働して助けあいながら暮らすことの

できる社会のことをいいます。 

今後、地域包括ケアシステムは、高齢者だけでなく、障害のある人や子ども等、幅広い

人々を対象とする仕組みへと発展させることが求められており、地域福祉を推進する上で、

地域包括ケアシステムの充実は重要な視点となっています。 

 

■目指すべき地域の姿（イメージ） 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

世代間交流 

子どもの健全育成 

 災害時対策 

移送サービス 

公的支援 

活動の下支え 

市・市社協 

在宅医療・介護の連携在宅医療・介護の連携在宅医療・介護の連携在宅医療・介護の連携    

通所・入所 

住まい 

介護 医療 

・地域包括支援センター 

・ケアマネジャー等 

介護・福祉サービス 

高齢者、障害者、子育て家庭等 園・学校 

企業 健康づくり 

地域団体・ボランティア等 

専門的支援 

 

生きがい 

社会参加 

 

かかりつけ医 

 コーディネーター等 

見守り・助けあい・支えあい 

（市社協） 
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２ 計画の位置づけ 
 

（１）「地域福祉計画」及び「地域福祉活動計画」の位置づけ 

「地域福祉計画」は、平成 12 年６月に「社会福祉事業法」から改正された「社会福祉

法」の第 107条の規定を受けて策定する市町村地域福祉計画であり、地域福祉を推進して

いくための理念や仕組みを定めたものです。 

「地域福祉活動計画」は、同法第 109条の規定に基づき、社会福祉協議会が中心となっ

て策定する、地域住民や福祉関係団体等が主体的に地域で進めていく取り組みが盛り込ま

れた民間の行動計画です。 

 

■社会福祉法（抜粋）                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第 109 条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域

内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とす

る団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び

社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内に

おける地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する

者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉

事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。  

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施  

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助  

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に

定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようと

するときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社

会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう

努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。   

１  地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項  

２  地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項  

３  地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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（２）市と社会福祉協議会による一体的な計画策定 

地域福祉を推進するためには、市及び社会福祉協議会、地域住民、福祉活動団体等が一

丸となり、連携して包括的に取り組むことが必要です。 

市及び社会福祉協議会が策定する「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は、ともに

地域福祉の推進を目的として、お互いに補完・補強しあう関係にあります。そこで、両計

画を一体的な計画として策定することにより、地域福祉の課題に対する市の役割と社会福

祉協議会の役割を整理するとともに、同じ理念や方向性のもと、連携をさらに強め、地域

福祉の推進に取り組むものです。 

 

■「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域福祉推進の理念・方向性 

連携 

「地域福祉計画」 

（市） 

理念 仕組み 具体的な取り組み 

「地域福祉活動計画」 

（社会福祉協議会） 

 

● 社会福祉協議会とは？ ● 

「社協」の略称で知られる社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを

目的とした、営利を目的としない民間組織です。昭和 26（1951）年に制定された社

会福祉事業法（現在の「社会福祉法」）に基づき、設置されています。 

社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民

生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関係者、保健・医療・教育等、

関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することの

できる「福祉のまちづくり」の実現を目指したさまざまな活動をおこなっています。 

たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金

運動への協力等、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面

で地域の福祉増進に取り組んでいます。 

 香美市社会福祉協議会は市区町村社会福祉協議会にあたり、市民の多様な福祉ニーズ

に応えるため、地域の特性を踏まえ、創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいま

す。その活動費用の一部は、赤い羽根共同募金で賄われています。 
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３ 計画の期間 
 

本計画の計画期間は平成 30年度から平成 34（2022）年度までの５年間とし、社会情

勢の変化や市民のニーズに応じて見直しを行います。 

 

■本計画と主な関連計画の期間 

平成（年度） 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

西暦（年度） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

振興計画 

            

地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画・・・・    

地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画    

            

子ども・子育て 

支援事業計画 

            

高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画 

            

障害者計画 
            

障害福祉計画 
            

障害児福祉計画 
            

健康増進計画             

 

  

次期 

次期 

第２次後期基本計画 

第２期 

第１期 

第２期（本計画） （第１期） 

第６期 第７期 次期 

第４期 第５期 次期 

今期 

第２次基本構想 

次期 

第２次前期基本計画 

第１次 

次期 前期 

第１期 次期 
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４ 関連計画との関係 
 

本計画は「第２次香美市振興計画」及び「香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（「香

美市人口ビジョン」を含む。）のもと、地域の中で支えあい、安心して健やかに暮らせる医

療と介護の充実した生活が送ることができるよう支援する「高齢者福祉計画・介護保険事

業計画」、障害のある人もない人も、一人ひとりが尊重され、誰もが心豊かに暮らせるよう

支援する「障害者計画」「障害福祉計画・障害児福祉計画」、子育て中の家庭を市や身近な

地域で支える「子ども・子育て支援事業計画」等、各分野の福祉計画を横断的につなぐと

ともに、整合性と連携を確保しつつ、「第２期高知県地域福祉支援計画」との連携を図りな

がら、地域の福祉力を高めていくものです。 

また、各計画の対象とならない部分については、市民や関係団体、事業者、ＮＰＯ、市、

社会福祉協議会等が協働し、地域福祉の取り組みを充実させていくことを目指します。  
■総合計画及び分野別計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の策定体制 
 

地域福祉計画策定においては、幅広い関係者の参画により、香美市の地域特性に応じた

事業展開に努めることが必要であることから、庁内関係部局、議会代表、学識経験者、保

健医療関係者、福祉関係者の積極的な参加を得て、「香美市地域福祉計画推進委員会」を設

置し、計画策定を行いました。 

  
障害福祉計画・障害児福祉計画 

健康増進計画 

第２次 

香美市振興計画    
高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

 障害者計画 

子ども・子育て支援事業計画 

第
２
期
香

美
市
地

域
福

祉
計
画
・

 

地
域
福
祉

活
動
計

画
 

香美市まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略 
（香美市人口ビジョン） 

【その他】 

地域防災計画 

男女共同参画思いやりプラン 

教育振興基本計画 等 

整合 

連
携

 

第２期高知県地域福祉支援計画 
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第２ 章 

本市の地域を取り巻く現状     
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2,811 2,778 2,761 2,722 2,684 

14,747 14,559 14,135 13,879 13,605 

9,961 10,099 10,275 10,313 10,352 

27,519 27,436 27,171 26,914 26,641 

36.2 36.8 
37.8 38.3 38.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率

（％）

１ 地域福祉を取り巻く現状 
 

（１）人口 

① 人口の推移 

 

 

 

本市の総人口は年々緩やかに減少しており、平成 29 年には 26,641人となっていま

す。０～14 歳（年少人口）、15～64 歳（生産年齢人口）が減少する一方で、65歳以

上（老年人口）は増加しており、高齢化率も平成 29 年には 38.9％となっています。 

 

■年齢３区分別人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：【市】住民基本台帳 

（平成 25 年：３月末日付、平成 26 年以降：１月１日付） 

・引き続き、少子高齢化による人口の減少が予測される 
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0
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平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人）

0～14歳 15～64歳
65歳以上 高齢化率

（％）

 

② 地区別人口の推移 

 

 

 

 

もっとも人口の多い土佐山田地区をみると、総人口はわずかに減少していますが、平

成 29 年には０～14歳（年少人口）が増加しています。香北地区をみると、総人口は土

佐山田地区の４分の１以下となっており、年々人口減少と高齢化が進行しています。物

部地区をみると、総人口は年々減少し、平成 29 年には 1,900 人と、土佐山田地区の

10分の１以下となっています。また、高齢化率も平成 29 年には６割を超え、５人に３

人が高齢者という状況になっています。 

 
 

■３地区別の年齢３区分別人口と高齢化率の推移 

    【土佐山田地区】             【香北地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【物部地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  419 417 406 401 380 

2,394 2,277 2,210 2,122 2,077 

2,105 2,124 2,129 2,133 2,122 

4,918 4,818 4,745 4,656 4,579 

42.8 
44.1 44.9 45.8 46.3 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0
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0
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平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人）

0～14歳 15～64歳

65歳以上 高齢化率

（％）

・地区によって人口や高齢化率の差が大きく、特に物部地区の人口減少と高

齢化の進行が顕著となっている 

資料：【市】住民基本台帳 

（平成 25 年：３月末日付、 

平成 26 年以降：１月１日付） 
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27,354 
25,901 

24,665 
23,566 

22,588 21,726 20,940 20,291 19,788 19,404 

28,766 

27,310 
25,710 

24,120 
22,600 

21,113 
19,665 

18,274 
16,989 

15,805 
14,681 

0
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10,000
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20,000

25,000
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35,000
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（H22）

2015年

（H27）

2020年

（H32）

2025年

（H37）
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（H42）

2035年

（H47）

2040年

（H52）

2045年

（H57）

2050年

（H62）

2055年

（H67）

2060年

（H72）

（人）

香美市人口ビジョン（目標値） 社人研推計

 

③ 将来人口推計  
 

 

 

総人口は国立社会保障・人口問題研究所（社人研）によると、2060年には 14,681

人にまで減少すると推計されていますが、本市は人口減少対策施策を実施することで、

19,404人を維持する目標となっています。 

 

■総人口の推計（社人研推計及び香美市人口ビジョンの目標値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
社人研推計 

＋2,061 人 
 

社人研推計 

＋4,723 人 

・人口減少対策を講じて緩和を図るが、総人口は今後も継続して減少する見

込みとなっている 

資料：香美市人口ビジョン 
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25.9% 28.6% 30.8% 32.1%

28.3%
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53.2 

46.0

47.0

48.0

49.0
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51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

0

2,000

4,000
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14,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（世帯）

一般世帯数 高齢者のいる世帯数 高齢者のいる世帯割合

（％）

 

（２）世帯 

① 一般世帯と高齢者のいる世帯の状況 

 

 

 

一般世帯数が減少傾向にあるなかで、高齢者のいる世帯数は増加しており、平成 27

年には高齢者のいる世帯割合が 53.2％となっています。 

また、高齢者のいる世帯状況をみると、高齢者単独世帯割合が上昇しており、平成 27

年には 32.1％となっています。高齢者夫婦世帯とあわせると、約６割が高齢者のみの世

帯となっています。 

 

■一般世帯数と高齢者のいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者のいる世帯状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・引き続き、高齢者のいる世帯割合の上昇が予測される 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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母子世帯 父子世帯

（世帯）

 

② 母子世帯・父子世帯の状況 

 

 

 

父子世帯は年度によって増減がありますが、30世帯前後で推移しています。母子世帯

は増加しており、平成 27年には 200世帯となっています。 

 

■母子世帯・父子世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

・引き続き、母子世帯の増加が予測される 
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347 336 335 320 306
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16.4 15.8 
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被保護世帯数 被保護人員 保護率

（世帯、人）
（‰）

 

③ 生活保護の状況 

 

 

 

被保護世帯、被保護人員ともに減少しています。保護率も低下しており、平成 28 年

には 14.3‰（パーミル：1,000分の１を１とする単位）となっています。 

 

■被保護帯数・被保護人員及び保護率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：香美市 

・被保護世帯及び被保護人員は、今後も減少傾向が予測される 
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（３）障害のある人の状況 

① 身体障害者手帳保持者の状況 

 

 

 

身体障害者手帳の総保持者数は減少傾向にあります。年代別にみると、18歳未満は年

度によって微増微減がありますが、18 歳～64 歳は減少しており、65歳以上も減少傾

向にあります。 

等級別にみると、すべての等級において、概ね減少傾向にあります。 

 

■身体障害者手帳保持者数の推移（各年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■等級別身体障害者手帳保持者数の推移（各年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：香美市福祉事務所社会福祉班 

資料：香美市福祉事務所社会福祉班 

 

・【身体】高齢者が多く、今後も減少傾向が予測される 
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② 療育手帳保持者の状況 

 

 

 

療育手帳の総保持者数は、年々増加しています。年代別にみると、18歳未満、18歳

～64歳は年度によって微増微減がありますが、65歳以上は増加しています。 

程度別にみると、特に B２（軽度）が増加しており、平成 29 年には平成 25 年より

16人多い 78人となっています。 

 

■療育手帳保持者数の推移（各年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■程度別療育手帳保持者数の推移（各年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：香美市福祉事務所社会福祉班 

 

資料：香美市福祉事務所社会福祉班 

 

・【療育】18 歳未満、65 歳以上は増加傾向にあり、今後も増加が予測される 
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③ 精神障害者保健福祉手帳保持者の状況 

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳の総保持者数は増加しており、平成 29 年には 165 人となっ

ています。年代別にみると、18 歳～64 歳、65 歳以上は増加しており、18 歳未満は

平成 28年以降、所持者がいる状況です。 

等級別にみると、１級（重度）は年度によって微増微減がありますが、２級（中度）、

３級（軽度）は増加傾向にあります。 

 

■精神障害者保健福祉手帳保持者数の推移（各年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■等級別精神障害者保健福祉手帳保持者数の推移（各年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：香美市福祉事務所社会福祉班 

 

資料：香美市福祉事務所社会福祉班 

 

・【精神】すべての年代で増加傾向にあり、今後も増加が予測される 
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（４）要支援・要介護認定者の状況 

 

 

 

要支援・要介護認定者の総数は、年によって微増微減がありますが、1,900人前後で

推移しています。 

認定区分別にみると、要介護１、要介護３、要介護５は増加傾向にあります。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移（各年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：見える化システム（介護保険事業状況報告 年報・月報） 

・高齢化の進行により、今後認定者の増加が予測される 
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（５）地域の支援者の状況 

① 民生委員・児童委員の状況 

 

 

 

 

民生委員・児童委員はそれぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ

たり、住民が安心して暮らせるよう見守りや支援等を行ったりするなど、社会福祉の増

進に努めています。また、主任児童委員は、児童に関することを専門的に担当し、子ど

もの福祉に関して取り組んでいます。 

主任児童委員は各地区とも定員数を満たしていますが、民生委員・児童委員について

は、土佐山田地区、香北地区で定員数に対し、委員数が足りていない状況です。 

 

■地区別の民生委員・児童委員の状況（平成 29 年度）        （単位：人） 

 土佐山田地区 香北地区 物部地区 

民生委員・児童委員（定員数） 67 29 26 

民生委員・児童委員（委員数） 62 27 26 

主任児童委員（定員数） 3 2 1 

主任児童委員（委員数） 3 2 1 

 

 

② 福祉委員の状況 

 

 

 

土佐山田地区では福祉委員が設置されており、各地区に配置された委員が、民生委員・

児童委員と連携しながら見守り活動等を行うなど、社会福祉協議会の諸活動に協力して

います。 

 

■地区別の福祉委員の状況（平成 28 年度）             （単位：人） 

 土佐山田地区 香北地区 物部地区 

福祉委員（委員数） 60 0 0 

 

 

 

 

  

資料：香美市 

資料：香美市 

・民生委員・児童委員の後継者不足により、今後も人員確保が課題になると

予測される 

・他地区においても、今後福祉委員の設置が望まれる 
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③ 香北保護区保護司会の状況 

 

 

 

香北保護区保護司会は社会奉仕の精神を持って、犯罪や非行をした人の改善更生を助

けるとともに、犯罪や非行の予防を図り、個人や公共の福祉に寄与することをその使命

としており、それぞれの地域において職務に取り組んでいます。 

各地区とも定員数を下回っており、保護司が足りていない状況です。 

 

■地区別の保護司の状況（平成 28 年度）              （単位：人） 

 土佐山田地区 香北地区 物部地区 

保護司（定員数） 18 6 4 

保護司（人数） 15 5 2 

 

 

④ 香美市食生活改善推進員（ヘルスメイト）の状況 

 

 

 

香美市食生活改善推進員（ヘルスメイト）は「私たちの健康は、私たちの手で」を合

言葉に、食を通じた地域の健康づくりのため、学校や保育所での食育活動、地元量販店

での食育推進活動、地元の公民館等での地区伝達活動等のボランティア活動を行ってい

ます。 

推進員の高齢化や固定化により、活動する会員に偏りがあります。 

 

■地区別の香美市食生活改善推進員の状況（平成 28 年度）      （単位：人） 

 土佐山田地区 香北地区 物部地区 

香美市食生活改善推進員 

（人数） 
52 74 39 

 

 

 

資料：香美市 

・保護司のなり手不足により、今後も人員確保が課題になると予測される 

・活動会員が増えるよう、新規会員の入会が必要である 

資料：香美市 
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■民生委員法（抜粋）               
 

 

 

 

 

 

 

● 民生委員・児童委員とは？ ● 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、 

常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増 

進に努める人であり、児童委員を兼ねています。 

児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守

り、子育ての不安や妊娠中の心配ごと等の相談・支援等を行います。また、一部の児童

委員は児童に関することを専門的に担当する主任児童委員の指名を受けています。 

 民生委員制度は、大正 6（1917）年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」を始まり

とします。翌大正 7（1918）年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、昭和 3（1928 

）年には方面委員制度が全国に普及しました。昭和 21（1946）年、民生委員令の公

布により名称が現在の「民生委員」に改められました。 

この間、一貫して生活困窮者の支援に取り組むとともに、特に戦後は、時代の変化に

応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たして

きました。 

第 14 条 民生委員の職務は、次のとおりとする。 

一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 

二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが 

できるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。 

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提 

供その他の援助を行うこと。 

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者 

と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。 

五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その 

他の関係行政機関の業務に協力すること。 

２ 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図る 

ための活動を行う。 

民生委員・児童委員のマーク 
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２ 課題把握のための各種調査について 
 

（１）市民アンケート調査 

市民に対し、アンケートを通じて地域福祉に関する考えや意見を寄せていただくこと

で、計画の見直しにあたっての検討資料とするとともに、市民への地域福祉啓発を目的

に実施しました。 

 

●調査対象：無作為抽出した 20歳以上の市民 2,000人 

●調査期間：平成 29 年７月 10日（月）～平成 29 年７月 26日（水） 

●調査方法：郵送による配付・回収 

 

調 査 票 
調査対象者数 

（配布数） 
有効回収数 有効回収率 

20歳以上の市民 2,000件 708件 35.4％  
（２）団体等アンケート調査 

市内にある福祉関係団体等に対し、実施している活動の状況や今後の方向性、活動を

行う上での課題等を伺うことで、計画の方向性や施策を検討するために実施しました。  
●調査対象：市内の福祉関係団体及び事業所 20か所 

●調査期間：平成 29 年９月 

●調査方法：郵送による配付・回収  
団体等名 

土佐山田町民生委員児童委員協議会 香北町青年団 

香北町民生委員児童委員協議会 香北町福祉ボランティア協議会 

物部町民生委員児童委員協議会 子育て支援ネットワークろばみみ 

香美市 PTA連絡協議会 高知工科大学防災ボランティア団体 KPAD 

香美市連合婦人会 高知工科大学サイバーボランティア団体 CyKUT 

香美市福祉委員会 社会福祉法人土佐香美福祉会 

香北保護区保護司会 ほっと平山 

香美市身体障害者連盟 社会福祉法人日ノ御子会 特別養護老人ホーム 韮生郷  

香美市交通安全母の会 かがみの育成園 

香美市商工会 公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団    
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（３）団体グループインタビュー 

団体アンケート調査に回答いただいた福祉関係団体等に対し、現場の声を直接伺うと

同時に、意見交換を通じた連携のきっかけづくりを目的に、グループインタビューを実

施しました。  
●参加団体：市内の福祉関係団体及び事業所 7か所 

●開催日 ：平成 29 年 12 月 27日  
団体等名 

香美市社会福祉協議会 

香美市連合婦人会 

香北町民生委員児童委員協議会 

香北保護区保護司会 

物部町民生委員児童委員協議会 

高知工科大学サイバーボランティア団体 CyKUT 

かがみの育成園   
■団体グループインタビューの様子               
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（４）地区座談会 

市内３地区で地区住民参加の座談会を開催し、第１期計画を推進してきたなかで解決し

た課題、まだ解決できていない課題を明確化し、解決できていない課題について、何が不

足しているのかを把握するとともに、地区における個々の取り組み等について情報共有す

ることで、活動の波及や連携へとつなげるきっかけづくりの場とすることを目的に実施し

ました。  
●開催回数   ：各地区２回 

●座談会の手法 ：ワールドカフェ方式 

●座談会のテーマ：【第１回】地区の課題と課題解決のために『コレ必要』 

         【第２回】『コレ必要』のために『私たちにできること』         
【土佐山田地区】 

●開催日時：【第１回】平成 29 年９月 13 日（水） 18：30～20：00 

      【第２回】平成 29 年９月 25 日（月） 18：30～20：00 

●開催場所：プラザ八王子 

●参加者数：【第１回】29名 【第２回】26名  
【香北地区】 

●開催日時：【第１回】平成 29 年９月 14日（木） 18：30～20：00 

      【第２回】平成 29 年９月 26日（火） 18：30～20：00 

●開催場所：保健福祉センター香北 

●参加者数：【第１回】26名 【第２回】15名  
【物部地区】 

●開催日時：【第１回】平成 29 年９月 15 日（金） 18：30～20：00 

      【第２回】平成 29 年９月 29 日（金） 18：30～20：00 

●開催場所：奥物部ふれあいプラザ 

●参加者数：【第１回】25名 【第２回】18名 

 

～ワールドカフェ方式とは？～ 

「知識や知恵は、管理されがちな会議室ではなく、人々がオープンに会話を行い、

自由につながりを築ける"カフェのような空間"でこそ創発される」という考えに基

づいた、話しあいの方法の一種です。カフェのようにくつろいだ雰囲気の 

なかで、参加者にテーマに基づいて自由に語りあっていただくことで、 

柔軟なアイデアの創出が期待できる手法です。 



26 

 

 

■地区座談会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
土佐山田地区 

香北地区 

物部地区 
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継続的な

検証・改善

Plan

計画の立案

Do

計画の実行

Check

検証・評価

Action

改善・見直し

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

 

（５）第１期計画の検証・評価 

本計画をより実態に即した実効性のあるものとするため、庁内関係各課ならびに社会福

祉協議会において、第１期計画の施策の進捗確認及び評価を行いました。詳細は巻末の資

料編に掲載しています。（P.94～P.100） 

この検証・評価はＰＤＣＡサイクルの「Ｃ（Ｃｈｅｃｋ）」にあたるところであり、この

結果を本計画の改善策「Ａ（Ａｃｔｉｏｎ）」として反映します。   
■ＰＤＣＡサイクルのイメージ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値目標や各施策、

事業を見直し、修正

を反映 

計画と実績の差異

を正しく測定し、

差異を埋める行動

を考える 

期待される結果が

出るような現実

性、具体性のある

計画の策定 

推進主体ごとの 

取り組み及び 

連携・協働による

取り組み 
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84.2 

1.8 

11.3 

0.7 

2.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

必要だと思う

必要だと思わない

わからない

その他

不明・無回答

(N=708)
(%)

21.6 

43.1 

5.1 

9.3 

17.9 

3.0 

0.0 20.0 40.0 60.0

積極的に参加している

都合がつけば参加するようにしている

参加したことはないが、今後は参加したい

以前は参加していたが、今は参加していない

参加したことがないし、今後も参加しない

不明・無回答

(N=708) (%)

7.1 7.9 82.2 2.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

(N=708)

現在活動している 以前活動したことがある 活動したことがない 不明・無回答

３ 課題のまとめ 
 

（１）地域福祉に関する意識（参加）について 

① 市民アンケート調査 

 ■問：地域において、住民相互の助けあいは必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■問：地域組織の活動に参加していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■問：福祉分野のボランティア活動（自治会・町内会等の地域活動以外）をしたこと

がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
必要だと思うが 

８割以上 

 

参加したことがなく 

今後も参加しないが 

２割弱 

 
活動したことがない 

が８割以上 
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② 団体等アンケート調査・グループインタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地区座談会 

 

 

 

 

 

 

 

④ 第１期計画の検証・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●活動する上で困っていること：『新しいメンバーが入らない』が『リーダー（後

継者）が育たない』と同数でもっとも多い回答となっている。 

●主に学生団体に今まで以上に地域に関わってほしい。 

●地域のいろんな行事へ参加したくても、車もなく行けないという声がある。 

●子どもの頃から地域福祉に関心を持たせる教育が大切である。 

●地域の集まりに市の担当者等が参加してもよいのではないか。 

●自分中心で暮らしている人が多いように思う。【土佐山田】 

●お互いが遠慮している気がする。できる人が「おせっかい」することで、一緒に

やれることがあるのでは。【土佐山田】 

●行事を計画しても男性の参加がほとんどない。【香北】 

●色々な人が集って、アイデアを出して、協力しあうことが必要。【物部】 

●公民館等での講座・研修会や、自主グループの地域の集い等において、若い人が

入らない、参加者が減ったなどの課題があがっている。 

●健康づくりにおける地区伝達活動や食育事業は、会員の高齢化や固定化による活

動会員の偏りが課題である。 

●健康づくりを支える担い手の育成では、活動の中心が役員・理事に偏っているた

め、会員が参加しやすい研修会や活動方法の検討が課題になっている。 

 
地域福祉に関する意識（参加）についてのまとめ 

地域における助けあいは必要だと感じているが、自分が担い手になるという意識は低い

ことが、ボランティア活動への参加率の低さ、団体等における人材不足の問題からうか

がえます。 

また、地区座談会に参加いただいた人からは、地域活動に参加してもよいと思っている

人は少なからずいるはずだが、きっかけがなく、参加できないでいると思うという意見

がありました。 
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26.3 

13.6 

30.4 

20.9 

7.1 

1.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

困ったときに助け合う親しい人がいる

お互いに訪問し合う人がいる

立ち話をする程度の人がいる

会えばあいさつをする程度の人がいる

ほとんど近所とのつきあいはない

不明・無回答

(N=708)

(%)

15.7 

1.7 

0.4 

1.6 

3.8 

24.7 

10.2 

56.2 

2.3 

3.5 

49.7 

14.5 

1.7 

4.4 

5.5 

45.1 

26.1 

21.9 

2.4 

3.4 

0.0 20.0 40.0 60.0

安否確認の声かけ

ちょっとした買い物やごみ出し

料理、掃除、洗濯の手伝い

通院の送迎や外出の手助け

子どもの預かりや見守り

病気やけが等の緊急時の手助け

話し相手や相談相手

特にない

その他

不明・無回答

「手助けしてほしい」と思うこと(N=708)

今後「手助けしてもいい」と思うこと(N=708)

(%)

 

（２）地域におけるつながりについて 

① 市民アンケート調査 

 ■問：ご近所との関係は、次のどれにもっとも近いですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■問：ご近所とのおつきあいのなかで、「手助けしてほしい」と思うこと、また、今後

「手助けしてもいい」と思うことはありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

立ち話をする程度 

以上のつきあいが 

約７割 

 

安否確認の声かけ 

を今後してもいいが 

約５割 

 

手助けしてもいいと 

思うことが特にない 

が約２割 
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② 団体等アンケート調査・グループインタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地区座談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 第１期計画の検証・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
地域におけるつながりについてのまとめ 

ご近所との関係は、立ち話をする以上のつきあいがある人が多い一方で、生活スタイル

や価値観の変化、また、過疎化や高齢化の進行により、地域におけるつながりが薄れて

いると感じている人が少なくないことがうかがえます。 

また、すべての調査において、地域で誰もが気軽に集える、交流の場がほしいとの声が

多数ありました。 

 

●公民館が地域にない。 

●市内に中学、高校、大学、誰もが出入りできる憩いの場がほしい。そこで、勉強

したりミーティングをしたりすることによって、学生間のつながりができ、クリ

エイティブな環境がうまれると思う。 

●ゴミ捨て場をもっとも身近な集いの場にしてみてはどうか。 

●施設や団体等をつなぐコーディネーターがいてほしい。 

●地域で集まる場所がない。話しあいの場所が欲しい。【土佐山田】 

●隣近所のつながりを強めるためにも、町内会活動のあり方を見直す必要がある。

地域社会のコミュニケーションが、地域福祉の充実につながる。【土佐山田】 

●町内会に入るメリットがないと退会する家も多い。【土佐山田】 

●人が自由に、自然に交流する仕掛けが、日頃のつきあいと見守りにもなるのでは。

【香北】 

●気軽に立ち寄って話ができるところがほしい。【物部】 

●民生委員・児童委員や地域のボランティアの方が日頃の見守りを行っているが、

過疎化と高齢化により地域の支えあいの力が弱まっている。 

●公民館事業について、参加者の高齢化による事業の減少、参加者の減少が課題と

なってきている。 
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2.3 

20.3 

57.6 

3.5 

10.0 

0.8 

5.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

福祉は行政が担当すべきで

住民は協力しない

行政の手の届かない部分は

住民が協力すべき

住民も行政も協働して

共に取り組むべき

住民主体で足りない部分は

行政が援助すべき

わからない

その他

不明・無回答

(N=708)
(%)

70.5 

52.1 

55.4 

57.8 

38.3 

33.6 

43.8 

48.4 

1.8 

4.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

要介護状態になっても

安心して暮らせるまち

地域でお互いに

助けあいができるまち

生きがいを持って

健康に生活できるまち

子どもが身体も心も

共に健やかに育つまち

自立して生活を営む

ことのできるまち

差別や偏見がなく男女

共生が推進されるまち

高齢者や障害者等も

安心して働けるまち

高齢者や障害者等も

安心して外出できるまち

その他

不明・無回答

(N=708)

(%)

 

（３）連携・協働について 

① 市民アンケート調査 

 ■問：福祉を充実させていくうえで、行政と地域住民の関係についての考え方は、次

のどれにもっとも近いですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■問：福祉のまちづくりにおいて、どんなまちになることを望みますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

住民も行政も 

協働して取り組む 

べきが約６割 

 

地域でお互いに 

助けあいができるまち 

が５割以上 
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② 団体等アンケート調査・グループインタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地区座談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 第１期計画の検証・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●連携のためには、地域での情報が共有できるためのシステムの確立が必要。 

●市民の生活全般にわたる支援を行っているが、関係機関等からの情報の提供や共

有、また共同対応等の連携が必要だと感じる。 

●情報の共有が重要だが個人情報の問題もある。 

●住民同士で情報を共有し合えば、香美市に対する愛情も深まると思う。 

●地域としてまとまりを持つためには、共通に楽しめるようなテーマで世代を超え

て集まる機会を増やすことが必要。【土佐山田】 

●アジサイの手入れに以前はさまざまな団体が出ていた。（今は出ていない。）【香

北】 

●ホームページ作成等、みんなの案を出しあって、共同で何かをすることができれ

ば。【物部】 

●福祉教育をより広めるために、各小中高等学校・大学や教育委員会と連携を取っ

ていくことが重要。 

●相談窓口について、相談内容は複雑多様化しており、各課による総合的な対応が

必要であり、今後より一層連携した対応が求められる。 

 
連携・協働についてのまとめ 

住民と行政が協働して福祉のまちづくりを進め、地域でお互いに助けあいができるまち

になることを望む市民が多い一方で、今現在、協働のための連携が十分に図れていない

との職員や団体等関係者の声がありました。 

また、地区座談会においては、地域における連携・協働の基本は町内会や自治会の活動

であり、その活性化をしていくことが必要との意見が複数ありました。 
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はい

83.2 

65.3 

41.5 

83.2 

52.4 

19.6 

いいえ

14.3 

25.6 

53.4 

10.2 

41.7 

75.1 

不明・無回答

2.5 

9.2 

5.1 

6.6 

5.9 

5.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

(N=708)

①災害時の避難場所について知っていますか

②災害時に、高齢者や障害のある人、

乳幼児等（要配慮者）を避難させる活動に

参加してもよいと考えますか

③日頃から地域の防災訓練に参加していますか

④地域に自主防災組織（自治会・町内会等を

母体に、住民が防災活動をする組織）が

必要だと思いますか

⑤地域の自主防災組織に入っていますか

（自主防災組織があったら入りますか）

⑥災害等の緊急時に、避難場所への

誘導等の手助けが必要ですか

45.1 

37.1 

45.3 

25.1 

26.7 

3.5 

10.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

日頃から顔の見える関係づくりのため、

地域でふれあえる機会を多くつくる

防災訓練のあり方を見直し、

避難訓練等を定期的に行う

見守りや支援が必要な世帯を

記載した防災マップを整備する

防災学習や地域のハザードマップづくり

等、自主防災組織の活動を活発化する

災害時に備えて地域や自治会・

町内会で個人情報のあり方を考える

その他

不明・無回答

(N=708)

(%)

 

（４）防災・減災対策について 

① 市民アンケート調査 

 ■問：防災に対する日頃からの取り組みや、災害等の緊急時の対応についておうかが

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■問：南海トラフ地震等の大規模災害への備えとして、日頃から地域でどんな取り組

みが必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

  

 

避難場所の認知度は８割 

を超える一方で、防災訓練 

への参加は約４割 

 

自主防災 
組織への 
加入は 
約５割 

 

防災マップの整備と 

日頃から顔の見える 

関係づくりのための 

ふれあえる機会づくり 

が４割強 
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② 団体等アンケート調査・グループインタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地区座談会 

 

 

 

 

 

 

④ 第１期計画の検証・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●防災に関わる若者の減少。主に学生団体に今まで以上に地域に関わってほしい。 

●地区が急傾斜地ばかりで、地震等における山崩れや津波が心配。 

●公民館が地域にないので災害のとき不安。 

●香美市には津波は来ないが、避難する人たちが押し寄せてくるので、避難所運営

の訓練は行っておくべきである。 

●大雨の時等、防災行政無線がよく聞こえない地区がある。 

●南海地震等の災害時の隣近所の助けあいが必要。【土佐山田】 

●近所の方も高齢になり、みんなで気がつき、一声をかけることが必要。【香北】 

●移動手段の確保に不安がある。【物部】 

●交通安全や防災に関する研修会は、参加者や開催地区・回数が減少している。 

●自主防災組織の結成率は、土佐山田地区が 97.21％、香北地区が 98.85％、物部

地区が 92.04％となっており、どの地区も９割を超えているが、山間部や小世帯

集落等で結成に至っていないところがある。 

 
防災・減災対策についてのまとめ 

災害に対する意識は比較的高いものの、防災訓練への参加率の低さや防災に関する研修

会への参加者の減少等、危機感の薄れがうかがえます。 

また、大規模災害への備えとして、見守りや支援が必要な世帯を記載した防災マップの

整備や、日頃から顔の見える関係づくりのため、地域でふれあえる機会を多くつくるこ

とが必要との意見が多くありました。 
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31.9 28.1 26.7 1.6 0.4 11.3 地域福祉を支える担い手の育成

重要 やや重要
どちらとも

いえない

あまり重要

ではない
重要ではない 不明・無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

(N=708)

8.8 34.9 33.2 16.7 6.5 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

(N=708)

関心があり、何らかの活動に参加したい（もしくは、現在活動している）

関心はあるが、参加する機会がない

関心はあるが、参加しようとは思わない

関心はなく、参加するつもりもない

不明・無回答

 

（５）人材（リーダー）育成について 

① 市民アンケート調査 

 ■問：お住まいの地域や周辺の環境、市の取り組みについて感じる「重要度」をお答

えください。【地域福祉を支える担い手の育成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■問：福祉分野のボランティア活動（自治会・町内会等の地域活動以外）に関心や興

味がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 「重要」＋「やや重要」 

が６割 

 

関心があり、機会が 

あれば参加してもよいと 

思っているが４割強 
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② 団体等アンケート調査・グループインタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地区座談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 第１期計画の検証・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
人材（リーダー）育成についてのまとめ 

各方面において人材や後継者、リーダーの不足を訴える声が多く、地域や活動をけん引

するリーダー育成への要望が高まっています。しかしながら、リーダーについては負担

が大きいこともあり、なり手がいないというのが現状です。 

一方で、機会があれば福祉分野のボランティア活動に参加してもよいと考えている市民

が４割を超えており、潜在的な担い手を活動に導くきっかけづくりが求められます。 

 

 

●活動する上で困っていること：『リーダー（後継者）が育たない』８件（もっと

も多い回答） 

●地域における助けあい、支えあい活動を活発にするため必要なこと：『ボランテ

ィアリーダーや福祉活動に関わる人を育成する』11件（もっとも多い回答） 

●町内会に若い人が入らない。 

●リーダーが居る、居ないで地域の活気が違う。周りも協力することが必要。【土

佐山田】 

●人材の育成が必要。将来の発展のため、小さい時から育てていく施策を。【香北】 

●リーダーの育成は地域ではもう難しい。行政に助けてほしい。【香北】 

●地区に力がなくなった。リーダーがいない。【物部】 

●過疎化、高齢化等により民生委員・児童委員の確保が難しい地区がある。現在、

土佐山田町で５地区、香北町で２地区の欠員がある。 

●なかよしサロン等、班長（リーダー）への負担が大きい。（現在、班長は原則１

年交代としている。） 
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４ 課題から考えられる重点施策 
 

課題のまとめから  
○地域における助けあいは必要だと感じているが、自分

が担い手になるという意識は低い。 

○ボランティア活動への参加率の低さ、団体等における

人材不足の問題がある。 

○地域活動に参加するきっかけがなく、参加できないと

の声がある。 

○人材や後継者、地域や活動をけん引するリーダー育成

が課題となっている。 

 

 

○立ち話をする以上のつきあいがある人が多い一方で、

地域におけるつながりが薄れていると感じている人

が少なくない。 

○すべての調査において、地域で誰もが気軽に集える交

流の場がほしいとの声が多数。 

○機会があれば福祉分野のボランティア活動に参加し

てもよいと考えている市民はおり、潜在的な担い手を

活動に導くきっかけづくりが求められている。 

 

 

○住民と行政が協働して福祉のまちづくりを進め、地域

でお互いに助けあいができるまちを望んでいる。 

○協働のための連携が十分に図れていないとの職員や

団体等関係者の声もある。 

○地域の連携の基礎である町内会や自治会を、活性化し

ていくことが必要。 

○防災訓練への参加率の低さや防災に関する研修会へ

の参加者の減少等、危機感の薄れがある。 

○見守りや支援が必要な世帯を記載した防災マップの

整備や、日頃から顔の見える関係づくりのため、地域

でふれあえる機会を多くつくることが必要となって

いる。 

  

福祉意識の醸成 

重点施策１ 

住民が地域のことを「我が

事」として考え、自然な助け

あいが生まれるよう、福祉の

心を育むことが必要 

集いの場づくり 

重点施策２ 

地域のつながりを強め、地域

活動の担い手を発掘するた

めには、誰もが気軽に集まれ

る場や機会が必要 

安全に暮らせる 

地域づくり 

重点施策３ 

住民と行政、団体等がつなが

り、支えあうことで誰もが安

全に、安心して暮らせる地域

づくりが必要 
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第３ 章 

計画の基本的な考え方    
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１ 基本理念 
 

人と人との「つながり」が薄れつつある昨今、誰もが地域社会において孤立することな

く、地域を構成するかけがえのない一人として生活していくためには、すべての住民が地

域の一員であることを認識し、「つながり」の重要性を実感することで、お互いに思いやり

の心を持って暮らしていくことが重要になります。 

また、特定の人が特定の人を支えるという一方向の関係ではなく、お互いに「支えあう」

双方向の関係を地域で築き、その関係性を深めていくことが大切です。 

このような地域社会実現のため、第１期計画で掲げた基本理念『つながり、集まり、支

えあうまち香美市』を本計画においても踏襲し、誰もが住み慣れた地域で、いきいきと暮

らしていけるよう、さらなる地域福祉の推進を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
 

 

  

つながり、集まり、 

支えあうまち香美市 
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２ 基本目標 
 

本市の現状や課題を踏まえつつ、基本理念で目指すまちの姿の実現に向けて、本計画に

おける基本目標を３つ掲げます。 

 

（１）みんなで気づき、学びあえるまちづくり 

   市民アンケートにおいては、福祉分野のボランティア活動をしたことがないという回

答が８割を超えている一方で、ボランティア活動に関心があり、機会があれば参加して

もよいと思っているという回答が４割強となっていました。 

市民が自分の住む地域に対する関心を高め、地域で助けあうことの重要性に気づくこ

とができるよう、地域や地域福祉に関する情報の提供の仕方を工夫するとともに、多く

の人が地域福祉活動の担い手に進んでなれるよう、そのきっかけづくりを推進します。 

 

（２）みんなでつながり、支えあえるまちづくり 

 地区座談会においては、３地区すべてで、地域で集える場所がほしいとの意見が出て

います。また、市民アンケートにおいても、大規模災害への備えとして必要なものにつ

いて、日頃から顔の見える関係づくりのため、地域でふれあえる機会をつくるという回

答が４割を超えていました。 

 支えあいの基礎となる、人と人とのつながりづくりのために、地域住民が気軽に交流

できる場や機会の創出を図ります。また、地域における支えあい活動がつながり、さら

に広がっていくよう、ネットワークの構築を図るとともに、福祉関係の団体等の活動を

支援します。     
（３）みんなが安心して暮らせる福祉のまちづくり 

 団体等アンケート調査においては、特に山間地区について、地震等の災害時に対する

不安の声があがっていました。また、第１期計画の検証においては、生活困窮者や制度

の狭間にいる人等、支援を要する人が多様化しており、関係機関の情報共有と連携によ

る支援が必要との意見が出ています。 

 誰もが自分の住む地域で安心して暮らせるよう、地域の防災・減災及び防犯力を高め

る活動を推進します。また、支援を要する人が適切なサービスを受けられるよう、支援

内容やサービスの利用方法の周知に取り組むとともに、地域における見守り体制の構築

を図ります。 
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３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

（１）福祉意識の醸成【重点施策】 

（２）福祉教育の推進 

（３）地域福祉を支える担い手の育成 

基本目標１：みんなで気づき、学びあえるまちづくり 

（１）安全に暮らせる地域づくり【重点施策】 

（２）福祉サービス利用の支援 

（３）連携・協働の推進 

（４）自立支援の促進 

基本目標３：みんなが安心して暮らせる福祉のまちづくり 

基本理念 

重点施策 

重点施策１：福祉意識の醸成 

重点施策２：集いの場づくり 

重点施策３：安全に暮らせる地域づくり 

「つながり、集まり、支えあうまち香美市」 

（１）集いの場づくり【重点施策】 

（２）地域のネットワークづくり 

（３）関係団体の活動支援 

基本目標２：みんなでつながり、支えあえるまちづくり 
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第４ 章 

施策の展開        
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１ みんなで気づき、学びあえるまちづくり 
 

（１）福祉意識の醸成【重点施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① 地域福祉の周知・啓発 

市の「広報香美」や社会福祉協議会の「香美市社協だより」等を通じ、市民に地域福

祉やその活動について周知・啓発します。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●「広報香美」等、各種媒体を通じて地域

福祉を周知・啓発します。 

市広報誌や市ホームページ等のさまざま

な媒体を活用し、福祉関係団体等の活動を

広く周知します。 

 

●「香美市社協だより」等を通じて地域福

祉に関する情報を発信します。 

社協だよりで各種福祉情報を提供すると

ともに、社会福祉協議会の活動について、

積極的に情報発信します。 

 

～主な事業・活動～ 

・「広報香美」による地域福祉に関する情

報の提供 

・市ホームページを活用した地域福祉に関

する情報の提供 

 

～主な事業・活動～ 

・社協だよりを通じての事業紹介 

・暮らしの情報集の配布 

・社協ホームページを活用した地域福祉 

活動に関する情報提供 

地域福祉を推進するためには、まずは市民に、地域や福祉に関心を持ってもらい、

地域福祉とはどういうものか知ってもらう必要があります。そのために、地域福祉

や地域活動の情報を的確に発信するとともに、地域行事の活性化を図ることで、地

域への関心を高め、福祉意識の醸成を図ります。 

・「広報香美」や「香美市社協だより」、回覧板等に目を通し、地
域や福祉に関する情報を積極的に得るようにしましょう。 

市民の 

取り組み 
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② 福祉に関する行事の活性化 

香美市市民大学や、福祉体育大会等の地域における福祉に関する行事等の活性化を図

り、地域住民の積極的な参加を呼びかけます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

～主な事業・活動～ 

・香美市市民大学 

・香美市市民セミナー 

 

～主な事業・活動～ 

・福祉体育大会 

・愛の餅つきの実施 

・地域サロンイベントの開催 

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●福祉に関する大会等を開催するととも

に、市社協のイベントを支援します。 

福祉に関する大会等を引き続き開催する

とともに、社会福祉協議会が主催するイベ

ント等が活性化するよう支援を行います。 

●福祉体育大会等の行事への、地域住民の

参加を呼びかけます。 

各支所の社会福祉協議会の取り組みや、地

区の行事・イベントへの地域住民の参加を

呼びかけます。 

・福祉に関する研修やイベント等に関心を持つとともに、参加を
心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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（２）福祉教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① 生涯学習における福祉教育の推進 

市民にとって福祉がより身近なものとなるよう、福祉に関する学びができる場や機会

の増加を図ります。また、実際に活動に参加することで、福祉意識のさらなる向上に努

めます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

市民の福祉に対する意識向上を図るため、福祉や人権に関する講座や講習会等を

開催するとともに、その参加を呼びかけます。また、市や地域の学校教育における

福祉の学習や体験を推進し、次代を担う子どもたちの福祉への理解と地域への愛着

を高めます。 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●福祉や人権をテーマとした講座や講習

会等を開催します。 

一人でも多くの人が福祉に関心を持ち、自

ら積極的に行動することができるよう、地

域福祉や人権、ボランティアについて学習

する機会を提供します。 

 

●地域において福祉を学べる機会を増や

します。 

身近な地域で福祉について学べるよう、地

域の実情に即した講座を開催するととも

に、社会福祉協議会の活動への住民の積極

的な参加を呼びかけます。 

 

～主な事業・活動～ 

・生涯学習推進大会 

・香美市市民大学（再掲） 

 

～主な事業・活動～ 

・老人大学 

 

・福祉や人権について学ぶ機会を得られるよう、生涯学習の講座
等への参加を心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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② 教育現場における福祉学習の推進 

市内の小学校・中学校等において、福祉学習や福祉体験ができる取り組みを推進し、

子どもたちが、つながり、支えあうことの重要性を学ぶ機会の充実を図るとともに、そ

の取り組みにおける地域との連携を強化することで、子どもたちの地域に対する愛着を

高めます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●教育現場と地域との連携を支援します。 

 

さまざまな観点から子どもたちが福祉に

ふれることができるよう、大学や地域の団

体等と教育現場が連携し、福祉学習が推進

できるよう支援を行います。 

 

●出前講座や体験学習の充実を図るため、

講師を地域から発掘します。 

教育現場において、福祉の学習や体験がで

きる出前講座の充実を図るとともに、地域

から講座の講師となれる人材を発掘する

取り組みを進めます。 

 

～主な事業・活動～ 

・小中学校の地域活動 

・福祉教育推進校事業の委託 

・学校支援地域本部 

・子育てサポート体験 

～主な事業・活動～ 

・福祉教育推進校事業 

 

 

・家庭における幼少期からの福祉教育を心がけましょう。 

・地域活動やボランティア活動を体験してみましょう。 

市民の 

取り組み 
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一人でも多くの市民に、地域を支える担い手として地域福祉活動に参加してもら

えるよう、ボランティア等の活動情報や募集情報を広く周知するとともに、ボラン

ティアが活躍できる場や機会の充実を図ります。また、ボランティアや活動のリー

ダーの育成に努めます。 

 

（３）地域福祉を支える担い手の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① ボランティア等の情報の周知 

ボランティアに参加してもよいと考える市民が増えるよう、ボランティア団体の情報

や活動内容を周知するとともに、ボランティア募集等の情報の周知を図るなど、誰もが

気軽にボランティアに参加しやすい環境づくりに努めます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●「広報香美」等、各種媒体を通じてボラ

ンティア活動を周知・啓発します。 

市広報誌や市ホームページ等のさまざま

な媒体を活用し、ボランティア団体の情報

や活動内容、募集情報を広く周知します。 

 

●ボランティアニーズとボランティアに

参加したい人のマッチングを行います。 

ボランティアセンター等において、ボラン

ティアを求める人と希望する人のマッチ

ングを行い、ボランティア活動のさらなる

活性化を図ります。 

 

～主な事業・活動～ 

・社会福祉協議会の活動支援 

 

 

～主な事業・活動～ 

・ボランティアセンター事業 

・ボランティア募集情報でのニーズの紹介 

 

・ボランティア活動に関心を持ち、自分にできることから始めて
みましょう。 

市民の 

取り組み 
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② ボランティア等の育成 

ボランティアの裾野が広がるよう、ボランティアに関する各種養成講座を開催すると

ともに、地域や活動のリーダーの育成に努めます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な事業・活動の内容 

事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

（１）福祉意識の醸成【重点施策】 

① 地域福祉の周知・啓発 

「広報香美」による地

域福祉に関する情報

の提供 

「広報香美」において、地域福祉に関する情

報を随時提供。 
福祉事務

所 
44 

市ホームページを活

用した地域福祉に関

する情報の提供 

市ホームページにおいて、地域福祉に関する

情報を随時提供。 福祉事務

所 
44 

 

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●ボランティア研修等を通じて各種ボラ

ンティア活動の担い手を育成します。 

さまざまなボランティア育成のための研

修を開催するとともに、小中学校における

ボランティア活動を推進し、担い手の育成

に努めます。 

 

●ボランティアや地域のリーダーとなる

人材を育成します。 

ボランティア活動や地域活動の中心とな

り、みんなをけん引するリーダーを育成す

るため、養成講座や研修の充実を図りま

す。 

 

～主な事業・活動～ 

・障害デイサービス「ぷちカフェ・アトリ

エ」ボランティア 

・こころのボランティア研修 

・小中学校でのボランティア活動 

・健康づくりを支える担い手の育成 

～主な事業・活動～ 

・出前認知症カフェと認知症サポーター養

成講座 

・地域の集いリーダー研修の開催 

 

・自分も地域を構成する住民の一人だという意識を持ち、地域行
事等への参加や手伝いを心がけましょう。 

市民の 

取り組み 



50 

 

事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

① 地域福祉の周知・啓発（続き） 

社協だよりを通じて

の事業紹介 

社協だよりにおいて、健康寿命を延ばす取り

組みとして、体操教室やウォーキンクﾞ教室、

介護予防講座や、地域のボランティア活動等

の紹介を実施。 

市社協 44 

暮らしの情報集の配

布 

圏域ごとに、高齢者やその家族に、役立つ情

報を提供する目的で、香美市の地域資源(商

店等の社会資源や介護予防の情報等)をまと

めた情報集を作成し配布。 

市社協 44 

社協ホームページを

活用した地域福祉活

動に関する情報提供 

社協ホームページにおいて、地域福祉活動に

関する情報を随時提供。 市社協 44 

② 福祉に関する行事の活性化 

香美市市民大学 市民が少しでも多くの知識や教養を身につ

け、お互いの心が通いあうまちづくりを目指

し、私たちの地域がより明るく、豊かで、潤

いのある地域社会を創造するための学びの

場として開催。 

中央公民

館 
45 

香美市市民セミナー さまざまな講座を通して、幅広い分野におい

て市民が学び合う学習機会を提供し、あわせ

て参加者同士の親交を深める。 

中央公民

館 
45 

福祉体育大会 香美市内の福祉関係団体等が参加する体育

大会を開催。大会を通じ、親睦と交流を図る。 
市社協 45 

愛の餅つきの実施 【香北・物部圏域】年末に学校や福祉関係団

体と協力し餅つきを行い、独居高齢者に民生

委員・児童委員を通じて配布。 

市社協 45 

地域サロンイベント

の開催 

少子高齢化やライフスタイルの変化により

地域での交流の機会が少なくなったため、意

図的に交流の場をつくり、仲間づくりを支援

する。サロンにおいて、あしなか（わらじ）

づくりやあずま袋（きんちゃく袋）づくり、

クリスマスリースづくり等、季節に応じたも

のづくりを中心にイベントを行い、地域住民

の交流や世代間交流を実施。 

市社協 45 

（２）福祉教育の推進 

① 生涯学習における福祉教育の推進 

生涯学習推進大会 「まなび・交流・心豊かな人とまち」をメイ

ンテーマに、地域で活動する学校及び地域団

体の活動発表や講演会を開催。 

生涯学習

振興課 
46 

老人大学 香美市老人クラブ連合会と協力し、香美市老

人大学を開催。介護予防等の講演や老人クラ

ブ会員等による芸能発表を行い、生きがいの

ある生活と仲間づくりの輪を広げる。 

市社協 46 
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事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

② 教育現場における福祉学習の推進 

小中学校の地域活動 子ども会議からの発案で、香美市の子どもた

ちが中心になり、香美市をよいまちにしよう

と、子どもまつりの開催や香美市の歌のＣＤ

作成、あいさつ運動等を実施。 

教育振興

課 
47 

福祉教育推進校事業

の委託 

社会福祉協議会へ事業委託。 福祉事務

所 
47 

学校支援地域本部 市内全小中学校に設置された「学校支援地域

本部」において、地区民生委員・児童委員や

地域住民の協力で、登下校の見守りや環境整

備、地域の自然、農業等の体験的な学習の支

援等、学校教育活動支援の取り組みを実施。 

教育振興

課 
47 

子育てサポート体験 子育てセンターと山田高校が連携し、山田高

校の学生と「子育てひろば」に参加している

親子との交流活動を実施。 

子育てセ

ンター 
47 

福祉教育推進校事業 社会福祉協議会への委託事業。市内の小中学

校 10校に対して助成金を拠出し、各校の福

祉教育推進を支援。また、各校での福祉教育

に関するカリキュラムにおいて、講師（社協

職員やゲストティーチャー等）をコーディネ

ート。 

市社協 47 
（３）地域福祉を支える担い手の育成 

① ボランティア等の情報の周知 

社会福祉協議会の活

動支援 

社会福祉協議会が行うボランティア活動及

びボランティア協議会への補助金の交付。 
福祉事務

所 
48 

ボランティアセンタ

ー事業 

ボランティアニーズとボランティアをした

い人のコーディネートを行うとともに、ボラ

ンティア活動保険の斡旋を実施。 

市社協 48 

ボランティア募集情

報でのニーズの紹介 

社協だよりに施設や団体等のボランティア

ニーズを掲載して、ボランティアが施設や団

体に直接問い合わせ、または社協が仲介する

形でコーディネートを実施。また、社協ホー

ムページ上でもWeb 版としてボランティア

募集情報を掲載。 

市社協 48 

② ボランティア等の育成 

障害デイサービス「ぷ

ちカフェ・アトリエ」

ボランティア 

障害デイサービスにて、レクリエーション等

を企画し実施。また、研修会等へ参加し、ボ

ランティア活動に必要な知識の習得や、イベ

ント等で障害に関する啓発活動を実施。 

健康介護

支援課 
49 

こころのボランティ

ア研修 

障害に関する知識の学習及びデイサービス

の見学・交流を実施。 

健康介護

支援課 
49 
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事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

小中学校でのボラン

ティア活動 

小学校では、花いっぱい運動を実施。中学校

では、登下校中や近くの公園・道路のゴミを

拾う等、地域清掃活動を行うとともに、ゆず

の収穫や塩の道ガイド役のボランティア等

を実施。 

教育振興

課 
49 

健康づくりを支える

担い手の育成 

健康づくり団体に、健康づくりや食生活改善

に関する研修等を開催。知識の向上や研修で

学んだことの実践、また、地域への啓発活動

を実施。 

健康介護

支援課 
49 

出前認知症カフェと

認知症サポーター養

成講座 

認知症について正しく理解し、認知症の人や

その家族を見守り支援するための認知症サ

ポーター養成講座や、地域へ出向いての講話

や認知症予防の脳トレ等を実施。 

市社協 49 

地域の集いリーダー

研修の開催 

各圏域において、体操、脳トレ、レクリエー

ション等の地域の集いを充実させるための

リーダーの養成及び育成を図る。 

市社協 49 
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２ みんなでつながり、支えあえるまちづくり 
 

（１）集いの場づくり【重点施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① 集いの場の拡充 

地域行事やイベント等が活性化するよう支援し、住民が集まる機会の充実を図るとと

もに、団体等が実施している集いの場への住民の参加を呼びかけます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●あったかふれあいセンター事業等の充

実を図り、住民の交流を推進します。 

あったかふれあいセンター事業の委託先

である社会福祉協議会と連携して事業を

推進し、地域住民の集いと交流の場のさら

なる充実に努めます。 

 

●地域におけるさまざまな集いを開催・支

援し、住民の参加を呼びかけます。 

あったかふれあいセンター事業をはじめ

とした地域の各種集いを開催・支援すると

ともに、新たな参加者増加のため、住民に

参加を呼びかけます。 

 

～主な事業・活動～ 

・あったかふれあいセンターの充実 

・隣保館デイサービス事業 

・集落活動センター 

～主な事業・活動～ 

・あったかふれあいセンターの充実 

・地域の集いの開催 

・地域の自主グループ支援 

・なかよしサロンの開催 

・陽まわりの集いの開催 

みんなでつながり、支えあえるまちになるには、地域の現状や課題を、地域で暮

らす住民が共有することが重要です。そのために、誰もが気軽に参加でき、意見交

換ができる集まりの場や機会の拡充を図るとともに、住民の参加を推進し、呼びか

けます。 

・隣近所で声をかけ合い、地域の行事や集まりに参加するように
心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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② 公民館等の活用の促進 

地域行事やイベント等の開催会場として、また、地域活動の拠点として公民館や集会

場等が積極的に活用されるよう、公民館事業等を推進するとともに、住民が安全に利用

できるよう、その整備に努めます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●公民館や集会場の整備を進めるととも

に、住民の積極的な活用を支援します。 

住民が安全に安心して利用できるよう、公

民館や集会場等の整備を進めるとともに、

地域の特色を生かした事業を実施し、住民

の参加を推進します。 

 

●地域の実情に応じた集いを開催すると

ともに、自主グループを支援します。 

リズム体操や茶話会等、それぞれの地域の

実情に応じた集いを開催し、地域住民の交

流・つながりの場の充実を図るとともに、

地域の自主グループの活動を支援します。 

 

～主な事業・活動～ 

・地域の活動拠点及び交流の場づくり 

・公民館事業 

～主な事業・活動～ 

・地域の集いの開催（再掲） 

・地域の自主グループ支援（再掲） 

・公民館で実施してほしいことや実施したいこと等、市や社会福
祉協議会に情報発信してみましょう。 

市民の 

取り組み 
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（２）地域のネットワークづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① 支援を要する人の見守り体制の充実 

一人暮らしの高齢者や障害のある人、子ども、生活困窮者、ひきこもり等、地域にお

いて支援を要する人を、地域全体で見守り、支えあうことができるよう、見守り体制の

充実を図ります。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・隣近所や地域の人と積極的にあいさつを交わすなど、身近な交
流を大切にしましょう。 

市民の 

取り組み 

 

地域課題の解決に向けた取り組みや、地域における支えあいを推進するためには、

地域住民が情報を共有し、連携できる体制づくりが必要です。地域における見守り

体制をより強化するため、分野ごとの活動の連携を図り、支えあいのネットワーク

構築に努めます。 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●さまざまな分野の見守り活動の連携を

図り、体制を強化します。 

高齢者や障害のある人、子ども等、それぞ

れの分野の見守り活動が連携できるよう

情報共有を図り、見守りネットワーク体制

を強化します。 

 

●地域で支援を要する人を早期発見し、適

切な支援へとつなげます。 

地域のなかで支援が必要であるのに受け

ていない人を見つけ、適切な支援へとつな

ぐことができるよう、民生委員・児童委員

等との連携を強化します。 

 

～主な事業・活動～ 

・健康づくり地域ネットワーク推進事業 

・赤ちゃんすこやか訪問 

・緊急通報装置の貸与 

・配食サービス 

・包括支援センター事業 

～主な事業・活動～ 

・要配慮者安心安全ネットワーク台帳の調

査及び整備 

・独居高齢者宅への訪問活動 

・たんぽぽの会の定例会 

・見守りハガキの送付 
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② 専門の相談機関とのネットワークの強化 

高齢者や障害のある人、子ども等の各個別計画との整合を図り、地域における専門性

の高い課題やニーズに対応できるよう、関係部署や関係機関との連携体制の強化に努め

ます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●各種協議会等との連携を図り、地域包括

ケアシステムの構築を目指します。 

地域福祉活動において、高齢者や障害のあ

る人、子ども等、それぞれの分野の支援が

包括的に行われるよう、地域包括ケアシス

テムの構築に努めます。 

 

●専門性の高い課題やニーズに対応でき

るよう、連携体制を強化します。 

地域におけるさまざまな課題やニーズを

受け止め、適切な対応や支援につなぐこと

ができるよう、市の関係部署や関係機関等

との連携の強化に努めます。 

 

～主な事業・活動～ 

・認知症支援体制強化 

・障害者自立支援協議会 

・公立保育所への第三者委員会設置 

～主な事業・活動～ 

・関連する会議への出席等による情報共有 

・市や社会福祉協議会の活動に関心を持ち、意見等があれば、積
極的に発信するように心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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（３）関係団体の活動支援 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① 地域組織や関係団体等の活動の支援 

民生委員・児童委員への情報提供や研修、相談支援を行うとともに、関係団体や市民

が中心となって行う活動への支援を推進します。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

～主な事業・活動～ 

・老人クラブ活動への援助 

・シルバー人材センター助成事業 

・子育て支援団体との協働・支援 
 

～主な事業・活動～ 

・老人クラブ活動への支援 

・民生委員・児童委員への支援 

・香北町ボランティア協議会への支援・ 

 連携 

・香美市福祉委員会への支援 

 

現在、地域福祉に取り組んでいる関係団体の活動がより活性化し、一層の活躍が

できるよう支援するとともに、関係団体同士の情報共有、連携が図れるよう、場や

機会の提供に努めます。 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●民生委員・児童委員や関係団体の活動が

円滑に行われるよう支援します。 

民生委員・児童委員への情報提供や研修等

を実施し、その活動を支援するとともに、

関係団体等の活動が円滑に行われるよう

支援します。 

●ボランティア団体等の活動を支援する

とともに、連携・協働を進めます。 

ボランティア団体や市民団体等の活動に

かかる総合的な支援を行うとともに、社会

福祉協議会との連携・協働による取り組み

を推進します。 

・自分の住む地域等、身近にある組織や団体及びその活動に関心
を持つように心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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② 地域組織や関係団体等の連携の支援 

民生委員・児童委員や関係団体等がお互いに情報を共有し、地域福祉推進のための連

携が図れるよう、体制の構築を図るとともに、情報共有の場や機会の提供に努めます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な事業・活動の内容 

事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

（１）集いの場づくり【重点施策】 

① 集いの場の拡充 

あったかふれあいセ

ンターの充実 

社会福祉協議会への委託事業。 福祉事務

所 
53 

隣保館デイサービス

事業 

市内の 65 歳以上の方を対象に創作・軽作業、

日常生活訓練等を行うことにより、その自立

を助長し生きがいを高める。 

ふれあい

交流セン

ター 

53 

集落活動センター 旧小学校や集会所等を拠点に、地域外の人材

等を活用し、近隣の集落との連携を図り産

業、生活、福祉、防災等の活動について、そ

れぞれの地域の課題やニーズに応じて総合

的に地域ぐるみで取り組む。 

定住推進

課 
53 

あったかふれあいセ

ンターの充実 

支援が必要な市民に対し、市民同士やボラン

ティア、関係機関等が連携し、互いに見守り

支え合う地域づくりの推進。また、地域サロ

ンを拠点とした、ボランティア活動の支援や

市民の交流の場を提供。 

市社協 53 

 

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●民生委員・児童委員や関係団体同士の連

携のための体制づくりを進めます。 

地域福祉に関わる団体等が地域課題等の

情報を共有し、連携して取り組みを進める

ことができるよう、団体同士がつながるた

めの場や機会の提供に努めます。 

●ボランティア団体等の連携のための調

整を行います。 

ボランティア団体や市民団体等が情報共

有し、それぞれの強みを生かした有効な連

携ができるよう、団体同士をつなぐ調整を

図ります。 

・自分の住む地域の民生委員・児童委員を確認するとともに、そ
の活動に関心を持ち、協力することを心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

地域の集いの開催 各地域の公民館や集会所にて、地域住民が自

主的に集い、体操や茶話会を開催することを

支援。 

市社協 53 

地域の自主グループ

支援 

出前講座や、リーダー研修、情報交換会の開

催。また、社協予防スタッフの突撃訪問にて、

香美はつらつ体操やリズム体操のポイント

指導やレクリエーションを実施。 

市社協 53 

なかよしサロンの開

催 

ボランティアによる喫茶サロンで、高齢者の

集いの場として第１木曜日に開催。なかよし

体操、日本舞踊、合唱、脳トレ等のイベント

を開催。 

市社協 53 

陽まわりの集いの開

催 

介護者のための集いを第１水曜日に開催。介

護についての知識・技術の学習会や、介護者

の健康づくり、相互の情報交換、介護に関す

る相談等の実施。 

市社協 53 

 ② 公民館等の活用の促進 

地域の活動拠点及び

交流の場づくり 

地域活動の拠点となる地域が管理する集会

所を整備し、安全で安心して活動ができる拠

点づくりの実施。 

定住推進

課 
54 

公民館事業 各地区公民館において、地域住民を対象とし

た、手芸・園芸・体操等の教室を開催してい

る。 

中央公民

館 
54 

（２）地域のネットワークづくり 

① 支援を要する人の見守り体制の充実 

健康づくり地域ネッ

トワーク推進事業 

地域内での健康づくり活動や見守り活動等

を通じ、高齢者の社会孤立を防ぎ、お互いの

つながりを強化する事業を行う団体の支援。 

健康介護

支援課 
55 

赤ちゃんすこやか訪

問 

乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ機会の

提供、子育て家庭の孤立を防ぐことを目的

に、赤ちゃんすこやか訪問員による訪問を中

心とした子育て支援活動を実施。 

健康介護

支援課 
55 

緊急通報装置の貸与 概ね 65 歳以上で緊急時の通信手段を持たな

い一人暮らしの高齢者もしくは高齢者世帯

を対象に、緊急時に業者に通報ができる装置

を貸与。 

健康介護

支援課 
55 

配食サービス 概ね 70 歳以上で、調理が困難な一人暮らし

の高齢者や高齢者世帯、障害のある人を対象

に栄養バランスのとれた食事を提供。訪問は

見守りも兼ねている。 

健康介護

支援課 
55 

包括支援センター事

業 

高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮

らせるよう、関係機関や保健師・社会福祉

士・主任ケアマネジャーといった専門職と連

携し、総合的な支援の実施。 

包括支援

センター 
55 
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事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

要配慮者安心安全ネ

ットワーク台帳の調

査及び整備 

要配慮者の有無について、年に 1度、各地区

の民生委員・児童委員に調査を依頼し、その

調査内容の整備を実施。 

市社協 55 

独居高齢者宅への訪

問活動 

見守り郵便を出した市民を対象に、ボランテ

ィアや民生委員・児童委員と一緒に、あった

かふれあいセンタースタッフが訪問。 

市社協 55 

たんぽぽの会の定例

会 

声ともだち(電話での見守り活動)や傾聴ボ

ランティア等のボランティア活動のマッチ

ングや情報交換、見守りハガキ作成や活動の

仕組みづくり等についての話し合いを実施。 

市社協 55 

見守りハガキの送付 75 歳以上の独居高齢者に対し、てとてだよ

り(地域サロンの説明やクイズ)と返信ハガ

キ(近況や困りごと、クイズの回答等を記入

して返信してもらう)を封書に同封して送

付。 

市社協 55 

 ② 専門の相談機関とのネットワークの強化 

認知症支援体制強化 香美市認知症支援推進協議会を中心に、関係

機関との研修や情報交換を実施。認知症初期

集中支援チームや医療、介護、福祉の専門職

とともに早期に適切な医療・サービスの提供

が実施できるよう取り組みの継続。 

包括支援

センター 
56 

障害者自立支援協議

会 

社会福祉協議会、サービス事業者、行政機関

等により構成。全体会での協議や専門部会で

の事例検討等を通じ、関係機関のネットワー

ク強化を図っている。 

福祉事務

所 
56 

公立保育所への第三

者委員会設置 

公立保育所全園に保育サービス利用者の意

見・要望等の相談解決のための第三者委員を

設け、保護者等からの苦情や要望を受け付

け、改善・解決につなげる。 

教育振興

課 
56 

関連する会議への出

席等による情報共有 

障害者自立支援協議会、地域包括ケア会議

等、分野別に法定化されている各種会議に担

当職員が出席し、地域支援における課題を把

握し共有。 

また、必要に応じて開催される個別支援会議

においても担当者が関わり、支援できるメニ

ューやプランの提案を実施。 

市社協 56 
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事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

（３）関係団体の活動支援 

① 地域組織や関係団体等の活動の支援 

老人クラブ活動への

援助 

ゲートボール大会や体操、料理教室等を通し

て、健康づくり・介護予防支援や生きがいづ

くりの活動への補助を実施。 

健康介護

支援課 
57 

シルバー人材センタ

ー助成事業 

高齢者の生きがいづくりを推進するため、シ

ルバー人材センターに対して、その活動の補

助を実施。 

健康介護

支援課 
57 

子育て支援団体との

協働・支援 
ヘルスメイト、図書館、民生委員・児童委員

と連携し、子育て講座を実施している他、子

育てサークル交流会等を開催。 

子育て支

援センタ

ー 

57 

老人クラブ活動への

支援 

老人大学やマレットゴルフ大会の開催、地域

の美化活動等を通して、健康づくりや生きが

いづくりの活動を支援。 

市社協 57 

民生委員・児童委員へ

の支援 

要配慮者安心安全ネットワーク台帳を管理

し、日頃の見守り訪問活動を支援。 
市社協 57 

香北町ボランティア

協議会への支援・連携 

助成による支援及び社協事業等の地域福祉

事業を連携・協働しながら推進。 
市社協 57 

香美市福祉委員会へ

の支援 
市社協が事務局として、総会・研修等を支援。 市社協 57 
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３ みんなが安心して暮らせる福祉のまちづくり 
 

（１）安全に暮らせる地域づくり【重点施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① 防災・減災に関する取り組みの充実 

自主防災組織の活動を支援し、地域の防災・減災力を高めるとともに、防災訓練や災

害ボランティア活動等の啓発を通じ、住民の災害への備えに対する意識向上を図ります。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●地域の自主防災力の向上を支援します。 

 

自主防災組織の活動を支援し、地域の自主

防災力の向上を図るとともに、さまざまな

災害を想定した防災訓練を実施し、住民の

参加を呼びかけます。 

 

●災害ボランティセンターの啓発を行う

とともに、取り組みを進めます。 

災害ボランティアセンターを市民に啓発

するとともに、訓練を実施するなど、有事

の際に災害ボランティア活動が円滑に行

われるよう取り組みを推進します。 

 

～主な事業・活動～ 

・自主防災組織の活動支援 

・防災情報の提供 

・防災訓練の実施 

 

～主な事業・活動～ 

・災害ボランティアセンター事業 

 

地域で暮らす誰もが、安全に、安心して生活を送れるよう、地域の防災・減災、

防犯機能の強化を図るとともに、災害等の緊急時に安全に避難できる体制づくりや

災害ボランティア活動の推進に努めます。 

・市や地域の防災訓練に参加しましょう。 

・災害時に速やかに避難できるよう、避難場所や避難経路を確認

するとともに、防災用品等の備えを心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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② 要配慮者台帳の整備と支援体制の構築 

災害等の緊急時に、要配慮者が安全に避難できるよう、要配慮者台帳の整備を進める

とともに、避難の支援体制の構築を図ります。また、障害のある人等が安心して避難生

活を送ることができるよう、一般避難所における福祉的配慮の充実に努めるとともに、

福祉避難所の拡充を図ります。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福祉避難所               ■広域福祉避難所 

施設名 所在地  施設名 所在地 

養護老人ホーム 白寿荘 香美市  かがみの育成園 香美市 

特別養護老人ホーム 白寿荘 〃  障害者支援施設白ゆり 〃 

ケアハウス好日館 〃  ワークセンター第二白ゆり 〃 

特別養護老人ホーム 

ウエルプラザやまだ荘 
〃 

 山田養護学校 〃 

 ウィッシュかがみの 南国市 

   南海学園 〃 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●要配慮者台帳の整備を進めるとともに、

避難行動の支援体制を構築します。 

災害等の緊急時に、支援を要する人が安全

に避難できるよう、要配慮者台帳の整備を

進めるとともに、避難行動要支援者の個別

計画作成の支援に努めます。 

 

●要配慮者台帳や個別計画に基づいた、避

難行動の支援体制を構築します。 

要配慮者台帳の調査・整備を進めるととも

に、避難行動要支援者が実際に安全に避難

できるよう、ボランティア団体等との連携

体制づくりに努めます。 

 

～主な事業・活動～ 

・安否確認体制の整備 

・福祉避難所の指定及び運営訓練の実施 

 

～主な事業・活動～ 

・要配慮者安心安全ネットワーク台帳の調

査及び整備（再掲） 

 

 

・隣近所の一人暮らし高齢者や障害のある人、子ども等、災害時
や緊急時に支援が必要な人の把握を心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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③ 防犯等に関する取り組みの充実 

子どもたちの登下校の見守り活動や、防犯灯の設置等、地域住民の安全な生活を守る

取り組みの充実を図ります。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●防犯情報の提供や登下校の見守り活動

を通じ、防犯力の向上を支援します。 

不審者情報等の防犯に関する情報を提供

するとともに、子どもたちの登下校の見守

り活動を支援するなど、地域の防犯力の向

上に努めます。 

 

●地域住民による自主的な見守り活動等

を支援します。 

地域サロンボランティア活動や住民によ

る高齢者や子ども等の見守り活動を支援

し、協働で取り組みます。 

 

～主な事業・活動～ 

・防犯活動の推進 

・登下校の見守り活動 

・防犯灯の維持費補助 

～主な事業・活動～ 

・防犯灯新設の経費の一部補助 

・地域サロンボランティア 

 

・防犯活動や交通安全活動に積極的に参加し、地域の安全に対す
る意識の向上に努めましょう。 

市民の 

取り組み 
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（２）福祉サービス利用の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① 支援が必要な人に情報を届ける仕組みづくり 

地域の困りごとを抱えた人が、相談先が分からず一人で抱え込むことがないよう、身

近な相談窓口等の情報提供を行います。また、さまざまな媒体を活用し、誰もが容易に

情報を得られるよう、必要な人に情報を届ける取り組みを充実します。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

地域には多様な課題があり、また住民が抱える困りごともさまざまです。生活を

送る上で支援を必要とする人が、必要な福祉サービスを円滑に受けられるように、

相談先やサービス内容に関するわかりやすい情報提供に努め、サービスの適切な利

用を促進します。 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●福祉に関する情報を、よりわかりやすく

提供します。 

市広報誌や市ホームページ等で、相談窓口

や提供している福祉サービスの内容をわ

かりやすく紹介するなど、誰もが得やすい

情報の提供に努めるとともに、市民が申請

等で窓口を訪れた際には、関連するサービ

スの情報を提供します。 

 

●支援が必要な人の手元まで福祉情報を

届ける工夫をします。 

普段福祉情報にふれることがない人でも、

困難が生じた際、容易に必要な情報が得ら

れるよう、社協ホームページや社協だより

等を通じた情報提供を実施するとともに、

民生委員・児童委員等と連携し、手元まで

情報が届くように努めます。 

 

～主な事業・活動～ 

・母子健康手帳交付時の情報提供 

・新規障害者手帳取得時の情報提供 

・声の広報 

・地域の子育て関連情報の提供 

～主な事業・活動～ 

・社協だよりを通じての事業紹介（再掲） 

・暮らしの情報集の配布（再掲） 

・民生委員・児童委員との連携による情報

提供 

・市や社会福祉協議会が発信する情報に関心を持ち、地域の人た
ちと共有するように心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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② 相談窓口の充実 

関係機関との連携を図り、困りごとを抱える人のさまざまなニーズに適切に対応でき

る、専門性の高い相談支援を実施するとともに、きめ細かな相談窓口での対応を進める

など、相談機能の強化を図ります。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●相談に関わる人の対応力を高め、適切な

支援へとつなぎます。 

多様化・複雑化する福祉課題に対応するに

あたり、まず相談を受け止める対応力の向

上を図り、関係部署に適切につなぐことが

できるよう連携の強化に努めます。 

 

●困りごとを抱えた人の「ＳＯＳ」をいち

早くキャッチします。 

困りごとを抱えた人の「ＳＯＳ」をいち早

くキャッチできるよう、民生委員・児童委

員との連携を強化するとともに、傾聴ボラ

ンティア等の充実に努めます。 

 

～主な事業・活動～ 

・高齢者の総合相談窓口 

・障害に関する相談支援事業 

・母子保健及び育児に関する相談 

・保育所への家庭支援員の配置 

・特別支援保育コーディネーターの配置 

・子育て等に関する相談 

・隣保館の相談事業 

～主な事業・活動～ 

・傾聴ボランティア 

・無料法律相談 

・認知症よりそい相談 

・悩みや困りごとを一人で抱え込まず、まずは身近な人に相談

するように心がけましょう。 

・相談を受けた人は、支援が必要だと感じたら、地域の民生委

員・児童委員や市、社会福祉協議会等に相談し、適切な支援

につなげることを心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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（３）連携・協働の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① 市と社会福祉協議会による協働の推進 

本計画の基本理念「つながり、集まり、支えあうまち香美市」の実現のため、市と社

会福祉協議会が密に連携し、地域福祉の推進に努めます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

多様化・複雑化する地域の課題や、困りごとを抱えた人に適切に対応するために

は、さまざまな主体が情報を共有しながら連携し、解決に向けて取り組むことが重

要です。そのために、市や社会福祉協議会、関係団体等が相互に連携を図り、一丸

となって地域福祉を推進できる体制の強化に努めます。 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●社会福祉協議会との連携による地域福

祉を推進します。 

社会福祉協議会への委託事業を協働で進

めるとともに、社会福祉協議会やその支所

の活動を支援し、地域の実情に応じた地域

福祉を推進します。 

●市との連携による地域福祉を推進しま

す。 

市から受託する事業において、市と協働で

取り組みを推進するとともに、社会福祉協

議会の独自の活動についても密に連携を

図ります。 

・市や社会福祉協議会等の活動に関心を持ち、協力できることに
は積極的に関わるように心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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② 地域住民との連携・協働の推進 

地域福祉を推進する重要な主体である地域住民と、市及び社会福祉協議会が連携する

ことで、地域の実情に応じた取り組みの充実を図ります。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●地域の実情に応じた新たな活動を支援

します。 

公的な福祉サービスでは対応できない地

域のニーズに対応するため、地域住民が主

体となって取り組む活動を支援します。 

●地域の実情を把握し、地域住民の地域福

祉活動を支援します。 

地域の課題やニーズの把握に努めるとと

もに、その対応のため、地域サロン等にお

いて、地域住民が自主的に行う福祉活動を

支援します。 

・地域の課題や困りごと等を、市や福祉協議会等と共有し、一緒
に解決していくことを心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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（４）自立支援の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み  
 

① 生活困窮者対策の強化 

さまざまな理由で生活が困窮している人や、地域社会に参加できない人に対し、適切

な支援を行うことで、充実した生活が送れるよう、自立や社会参加を推進します。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

生活困窮者が自立した生活を送れるよう支援を行うとともに、認知症や障害等の

理由で判断能力が十分でない人が安心して暮らせるよう、成年後見制度等を円滑に

利用できるよう支援します。また、虐待等の人権侵害に関して早期発見に努め、適

切な対応を推進します。 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●生活困窮者の支援のための連携体制を

強化します。 

生活困窮者自立相談支援事業の委託先で

ある社会福祉協議会や関係機関との連携

を強化し、生活困窮者の自立に向けた取り

組みを推進します。 

 

●生活困窮者等が地域の中で孤立するこ

とがないよう支援します。 

「生活相談センター香美」等において、生

活困窮者やひきこもりの他、制度の狭間に

いる人の相談に対応し、関係機関との連携

のもと、自立に向けた支援を推進します。 

 

～主な事業・活動～ 

・生活困窮者自立相談支援事業の委託 

・関係機関の連携体制の充実 

 

～主な事業・活動～ 

・生活困窮者自立相談支援事業の受託 

・「生活相談センター香美」の運営 

・生きづらさを抱えた市民からの相談を受

け止め自立支援 

・支援プラン作成 

・地域の中で悩みや困りごとを抱えている人を見つけたら、民生
委員・児童委員等に相談するように心がけましょう。 

市民の 

取り組み 
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② 成年後見制度・日常生活自立支援事業の推進 

認知症や障害等の理由で判断能力が十分でない人が、住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう、成年後見制度や日常生活自立支援事業の周知・啓発を行うとともに、円滑に

利用できるよう支援します。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●成年後見制度や日常生活自立支援事業

が円滑に利用できるよう支援します。 

判断能力が十分でない人が自立した生活

が送れるよう、成年後見制度や日常生活自

立支援事業について、円滑に利用できるよ

う支援します。 

 

●成年後見制度や日常生活自立支援事業

の周知・啓発を行います。 

成年後見制度や日常生活自立支援事業の

周知・啓発を行い、理解を深めるとともに、

これらの支援を必要とする人やその家族

を受け止める体制の充実を図ります。 

 

～主な事業・活動～ 

・成年後見制度利用支援事業の委託 

～主な事業・活動～ 

・成年後見制度や日常生活自立支援事業の

周知 

・成年後見制度利用支援事業の受託 

・日常生活自立支援事業の受託 

・成年後見制度や権利擁護制度について理解を深めるよう心がけ
ましょう。 

市民の 

取り組み 
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③ 人権侵害への対応の推進 

市民の誰もが個人としての尊厳を尊重され、その人らしく生きる権利が守られるよう、

虐待等の人権侵害に関して早期発見に努め、適切な対応を推進します。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な事業・活動の内容 

事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

（１）安全に暮らせる地域づくり【重点施策】 

 ① 防災・減災に関する取り組みの充実 

自主防災組織の活動

支援 

災害に強い地域づくりとして、共助ができる

組織の結成・育成・支援を実施。 
防災対策

課 
62 

防災情報の提供 すべての住民の生命と財産を守るため、あら

ゆる手段を講じて防災情報を発信・提供。 
防災対策

課 
62 

防災訓練の実施 災害発生時の適切な行動を取得するため、避

難訓練・震災訓練等を実施。 
防災対策

課 
62 

災害ボランティアセ

ンター事業 

南国市と香南市と合同し、災害ボランティア

センターの研修・模擬訓練等を実施。 
市社協 62 

 ② 要配慮者台帳の整備と支援体制の構築 

安否確認体制の整備 災害時避難行動要支援者名簿を避難支援等

関係者へ提供し、個別計画策定へつながるよ

う支援を実施。 

福祉事務

所 
63 

福祉避難所の指定及

び運営訓練の実施 

指定避難所を増やすとともに、備蓄品整備及

び設置運営訓練を継続して実施。 
福祉事務

所 
63 

 

 

  

市の取り組み 市社協の取り組み 

●個人の人権が守られるよう啓発すると

ともに、相談体制を充実します。 

高齢者や障害のある人、子ども等に対する

虐待、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）

等に関する専門的な相談体制を充実する

とともに、虐待防止の啓発に取り組みま

す。 

●地域における虐待等の人権侵害をいち

早くキャッチします。 

民生委員・児童委員等との連携を強化し、

虐待やＤＶ等の早期発見に努めるととも

に、被害者の安全確保のための一時的な保

護や自立支援等を推進します。 

・人権尊重の意識のさらなる向上に努めましょう。 

・地域の中で人権侵害に関わるような異変を感じたら、民生委

員・児童委員や市、社会福祉協議会等へ相談・連絡をしまし

ょう。 

市民の 

取り組み 
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事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

 ③ 防犯等に関する取り組みの充実 

防犯活動の推進 市民向けの防犯広報活動、各種サポーター・

アドバイザーの講演や訪問による児童・生

徒、高齢者への啓蒙・啓発活動を、警察やそ

の他関係団体との緊密な連携のもとに実施

している香美市地区地域安全協会への補助

を実施。 

総務課 64 

登下校の見守り活動 少年育成センター職員による早朝補導（青色

回転灯搭載車でのパトロール）や、ボランテ

ィア団体やまびこ会による登下校時の見守

り活動を実施。 

少年育成 

センター 
64 

防犯灯の維持費補助 市内の自治会等が管理し、市が認定する防犯

灯の修繕費、電気料金の補助を実施。 

防災対策

課 
64 

防犯灯新設の経費の

一部補助 

防犯灯の新規設置に対して、自治会への助成

を実施。 
市社協 64 

地域サロンボランテ

ィア 

民生委員児童委員協議会等と詐欺防止・啓発

のための独自のチラシを作成し、独居高齢者

を中心に訪問活動を実施。 

市社協 64 

（２）福祉サービス利用の支援 

 ① 支援が必要な人に情報を届ける仕組みづくり 

母子健康手帳交付時

の情報提供 

母子健康手帳交付時、資料配布とともに、妊

娠・出産・育児に関する情報提供を実施。 
健康介護

支援課 
65 

新規障害者手帳取得

時の情報提供 

手帳の新規取得者に「障害福祉のしおり」を

配布し、利用できるサービス等の情報提供を

実施。また、市ホームページ上でも情報を掲

示。 

福祉事務

所 
65 

声の広報 視覚障害者のうち、希望する方に「広報香美」

の内容をカセッテープ・ＣＤに録音し、毎月

配布を実施。 

福祉事務

所 
65 

地域の子育て関連情

報の提供 

出生届、新生児訪問、赤ちゃんすこやか訪問

等で資料を配布し説明を実施。また、転入者

にも窓口で資料を配布し情報提供を実施。 

健康介護

支援課 
65 

民生委員・児童委員と

の連携による情報提

供 

毎月の定例会で関係機関とともに情報共有

し、見守り訪問活動の際に情報提供を実施。 市社協 65 
 ② 相談窓口の充実 

高齢者の総合相談窓

口 

高齢者やその家族、地域住民からの相談対応

や、適切なサービス制度に関する情報提供、

関係機関の紹介等を実施。 

包括支援

センター 
66 
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事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

障害に関する相談支

援事業 

地域活動支援センター「香美」に相談支援業

務を委託し、障害のある人やその保護者、介

護を行っている人等からの相談に応じ、必要

な情報の提供や助言、サービスの利用支援、

関係機関との連絡調整等の援助を実施。 

福祉事務

所 
66 

母子保健及び育児に

関する相談 

子育て世代包括支援センターを設置し、保健

師・助産師・看護師・管理栄養士等が電話、

来所、訪問にて、妊娠期から出産、育児まで

継続的な相談対応を実施。 

健康介護

支援課 
66 

保育所への家庭支援

員の配置 

公立保育所に家庭支援専任の保育士を配置

し、家庭環境等に特別な配慮が必要な児童や

家庭に対し支援等を実施。 

教育振興

課 
66 

特別支援保育コーデ

ィネーターの配置 

支援を必要とする児童に対し、特別支援保育

コーディネーターを配置し、保育士への助言

や指導等の支援を実施。 

教育振興

課 
66 

子育て等に関する相

談 

来所、電話等で随時相談に対応する他、子育

てセンターなかよし・びらふ及び大栃保育園

園庭開放で育児相談を開催。また、産後２か

月までの母子を対象に、「ママのサポートル

ーム」を月１回開催。 

子育てセ

ンター 
66 

隣保館の相談事業 地域住民に、生活及び人権に関わる相談に対

して適切な助言指導を実施。 
ふれあい

交流セン

ター 

66 

傾聴ボランティア 施設や地域へ出向き、利用者の傾聴、てとて

出前カフェを開催。 
市社協 66 

無料法律相談 住民の相続・離婚・金銭貸借・土地・財産・

交通事故・家庭内のもめごと等の法律上の相

談に弁護士が対応。 

市社協 66 

認知症よりそい相談 認知症の症状に困っている方やその家族の身

近な相談窓口として、相談内容に応じたサー

ビスや専門機関への紹介等の実施。 

市社協 66 

（４）自立支援の促進 

 ① 生活困窮者対策の強化 

生活困窮者自立相談

支援事業の委託 

社会福祉協議会へ事業委託。 福祉事務

所 
69 

関係機関の連携体制

の充実 

情報連携のための会議への参加。 福祉事務

所 
69 

生活困窮者自立相談

支援事業の受託 

平成 27（2015）年度から「自立相談支援事業

（必須）」、平成 28（2016）年度から「家計

相談支援事業（任意）」を受託。平成 29（2017）

年度からは「一時生活支援事業（任意）」も

受託し、生活困窮状況にある方の支援を実施。 

市社協 69 
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事業・活動 内容 主体 
掲載 

ページ 

「生活相談センター

香美」の運営 

「生活困窮者自立支援事業」の受託開始にあ

わせ、「生活福祉資金貸付事業」「日常生活

自立支援事業」「法人成年後見事業」を一体

的に担う生活相談センター香美を平成 27

（2015）年度から設置し運営。 

市社協 69 

生きづらさを抱えた

市民からの相談を受

け止め自立支援 

生活困窮者で、既存の制度だけでは対応が難

しい場合の相談を受け付け、自立に向けて寄

り添い型の支援を実践。 

市社協 69 
支援プラン作成 「生活困窮者自立支援事業」において、相談

者の状況に応じた支援プランの作成を実施。 
市社協 69 

 ② 成年後見制度・日常生活自立支援事業の推進 

成年後見制度や日常

生活自立支援事業の

周知 

認知症や知的障害、精神障害等で生活管理能

力が低い市民を支える制度や事業について、

社協だよりや社協ホームページ等を通じた

広報活動の実施。 

市社協 70 
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第５ 章 

計画の推進に向けて       
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１ 協働による計画の推進 
 

地域福祉活動の主役は、地域で生活をしている住民一人ひとりです。地域で支え、助け

あえる地域社会を実現させていくためには、市や社会福祉協議会だけの取り組みでは不十

分であり、地域住民との連携が不可欠となります。 

また、地域には多様な福祉課題やニーズが潜在しており、それらに対応していくために

は、地域において活動するボランティア、関係団体等が地域福祉の重要な担い手になって

いく必要があります。 

市民、関係団体、市、社会福祉協議会等の役割分担と連携のもと、協働により計画を推

進していく体制を整備します。 

 

 

２ 計画の進行管理 
 

  本計画に基づく地域福祉の取り 

組みを、効果的かつ継続的に推進 

していくために、計画の進捗状況 

を把握し、施策の実施状況を評価 

します。 

また、Plan、Do、Check、 

ActionのＰＤＣＡサイクルに基 

づき、検証・評価の結果、計画変 

更の必要が生じた場合には、計画 

期間中であっても、柔軟に計画の 

見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

３ 計画内容の周知及び情報提供 
 

本市ではこれまで、福祉に関する情報について、市広報誌や市ホームページ、社協だよ

り等を活用して周知に努めてきました。地域福祉は、地域住民の参画を得ながら推進して

いくものであり、一人でも多くの市民に理解と協力を求めていくことが重要です。 

そのため、本計画については、概要版を作成し、全戸配布して市民への周知・啓発に努

めるとともに、今後も計画の進捗状況や制度・サービス等の情報を、市広報誌やインター

ネット等、さまざまな媒体を通じて市民に広く提供していきます。 

  Plan 

計画の 

⽴案 

Action 

改善・⾒直し 

Check 

検証・評価 

Do 

計画の実⾏ 

継続的な 

検証・改善 
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１ 香美市地域福祉計画策定委員会要綱 
 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づき策定された香

美市地域福祉計画（以下「計画」という。）を推進するため、香美市地域福祉計画推進

委員会（以下「委員会」という。）を設置する｡ 

（所掌事項） 

第２条 委員会は､次に掲げる事項について協議する｡ 

（1） 計画の進捗状況の把握に関すること 

（2） 計画の評価及び見直しに関すること 

（3） 計画の変更及び再策定に関すること 

（4） その他計画の推進に関すること 

２ 前項の所掌事項の遂行に当たっては、社会福祉法人香美市社会福祉協議会の所管する

香美市地域福祉活動計画と連携していくものとする。 

(組織) 

第３条 委員会は、１５名以内の委員で組織する｡ 

２ 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は

任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健、医療及び福祉関係者 

(3) 保育、教育関係者 

(4) 市議会議員 

(5) 行政機関関係者 

(6) 前各号に定める者のほか、市長が必要と認めるもの 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に、会長及び副会長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見、

説明その他の必要な協力を求めることができる。 
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(部会) 

第６条 計画の推進に係る実務的な作業を行わせるため、部会を設置することができる。 

(任期) 

第７条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（庶務） 

第８条 委員会及び作業部会の庶務は、福祉事務所において処理する。 

(補則) 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定

める｡ 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２７年１月２９日から施行する。 

（招集の特例） 

２ この告示の施行日以後最初に招集される会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、

市長が招集するものとする。 
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２ 香美市地域福祉計画推進委員会名簿 
 

任期：平成 29年 3月1日～平成 31（2019）年 2月 28日 

 第３条区分 氏 名 役 職 備 考 

1 学識経験者 田上 豊資 高知県中央東福祉保健所長  

2 
保健、医療及び

福祉関係者 
前田  敬文 (社団)香美郡医師会  監事  

3 
保健、医療及び

福祉関係者 
弘末 俊郎 

(社福）香美市社会福祉協議会

会長 

副委員長 

（※１） 

4 
保健、医療及び

福祉関係者 
山中 博通 

香美市民生委員児童委員協議

会連合会会長 
委員長 

5 
保健、医療及び

福祉関係者 
髙橋 陽平 

(社福)愛成会 障害者支援施設

白ゆり所長 
 

6 
保健、医療及び

福祉関係者 
秋友 英稔 香美市知的障害者相談員  

7 
保育、 

教育関係者 
山﨑 和孝 高知県地域子育てサポーター  

8 市議会議員 織田 秀幸 香美市市議会議員  

9 市議会議員 濱田 百合子 香美市市議会議員  

10 
行政機関 

関係者 
佐竹 教人 香美市福祉事務所長 （※２） 

11 
行政機関 

関係者 
前田 哲夫 香美市健康介護支援課長  

12 
行政機関 

関係者 
中山 繁美 香美市定住推進課長  

13 
行政機関 

関係者 
岡本 博章 香美市生涯学習振興課長 （※２） 

（※１）任期：平成 29年 3月 23日～平成 31（2019）年 2月 28日 

（※２）任期：平成 29年 4月 1日～平成 31（2019）年 2月 28日 
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３ 香美市地域福祉計画検討部会委員名簿 
 

任期：任命日～平成 30年３月31日 

 氏 名 役 職 備 考 

1 黍原 晋一 健康介護支援課社会長寿班長 委員長 

2 時久 朝子 健康介護支援課地域包括支援班長  

3 岡村 昭彦 定住推進課まちづくり班長  

4 依光 隆司 防災対策課防災班長  

5 西村 昭彦 教育振興課学校教育班長  

6 岩﨑 希和子 教育振興課子育てセンターなかよし所長  

7 和田 小百合 生涯学習振興課地域教育班長  

8 森本 ゆかり 香北支所市民生活班長  

9 安丸 浩子 物部支所市民生活係長  

10 坂本 真弓 福祉事務所社会福祉班長  

11 井谷 健一 福祉事務所社会福祉班主幹  

12 岡本 明弘 社会福祉協議会事務局長  
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４ 計画策定の経過 
 

年 月日 内容 備考 

平成 

29 年 

７月 10 日 

～７月26日 
計画策定に向けたアンケート調査 

20 歳以上の市民を対象にア

ンケートを実施 

 ８月 16 日 第１回検討部会 
委員長・副委員長選出／ 

これまでの取り組み報告 

 ９月 13 日 
第１回地区座談会（土佐山田地区） 

※プラザ八王子 ３地区において、それぞれの

地区の福祉課題及びその解

決に必要なことについてワ

ークショップを実施 

 ９月 14日 
第１回地区座談会（香北地区） 

※保健福祉センター香北 

 ９月 15 日 
第１回地区座談会（物部地区） 

※奥物部ふれあいプラザ 

 ９月 21 日 第１回推進委員会 
委員長・副委員長選出／計画

の概要、アンケート結果報告 

 ９月 25 日 
第２回地区座談会（土佐山田地区） 

※プラザ八王子 

３地区において、第１回地区

座談会のまとめ（地区の福祉

課題解決のために必要なこ

と）を基に、自分たちにでき

ることは何かについてワー

クショップを実施 

 ９月 26 日 
第２回地区座談会（香北地区） 

※保健福祉センター香北 

 ９月 29 日 
第２回地区座談会（物部地区） 

※奥物部ふれあいプラザ 

 
９月１日 

 ～９月30日 
事業所・団体へのアンケート調査 

市内の福祉関係団体 20団体

を対象にアンケートを実施 

 11月 10 日 第２回検討部会 計画素案の検討 

 11月 30 日 第２回推進委員会 計画素案の検討 

 12 月 27 日 団体グループインタビュー 
市内の福祉関係団体７団体
を対象にグループインタビ
ューを実施 

平成 

30 年 

１月 22日 

～２月２日 
パブリックコメント 

市ホームページに計画素案

を公開し、意見を募集 

 ２月 15 日 第３回検討部会 計画素案及び概要版の検討 

 ２月 22日 第３回推進委員会 
計画素案の承認／ 

概要版の検討及び承認 
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５ 福祉に関する相談窓口 
 

■香美市の相談窓口 

相談分野 担当課名 担当班等 相談内容 電話 

就学前の子ども

及び放課後の小

学生児童に関す

ること 

教育振興課 

学校教育班 

（本庁２階） 
放課後児童に関すること 53-1081 

幼保支援班 

（本庁２階） 
保育所に関すること 53-1088 

子育てセンターなかよし 

（なかよし保育園内） 
子育てひろば、一時預か

り、子育て相談に関するこ

と 

53-1008 

子育てセンターびらふ 

（美良布保育園内） 
59-3121 

主に市民の健康

に関すること 

健康介護支援課 

親子すこやか班 

（本庁２階） 

妊娠、出産、お子さんの発

育・発達・育児に関するこ

と 

予防接種に関すること 

52-9281 

健康づくり班 

（本庁２階） 

がん検診、特定健診、健康

づくり等に関すること 
52-9282 

主に65歳以上の

高齢者の福祉に

関すること 

社会長寿班 

（本庁１階） 

65 歳以上の高齢者の福祉

サービス支援、介護保険に

関すること 

52-9280 

地域包括支援班 

（本庁１階） 

65 歳以上の高齢者の総合

相談窓口、介護予防事業等

に関すること 

53-3127 

障害者、母子父

子、児童虐待、

生活保護、その

他の福祉に関す

ること 

福祉事務所 

社会福祉班 

（本庁２階） 

障害者手帳、障害者手当、

障害福祉サービス、ひとり

親支援、児童福祉、自立支

援給付、児童虐待、民生委

員・児童委員、生活困窮者、

戦没者遺族、日赤等に関す

ること 

53-3117 

保護班 

（本庁２階） 
生活保護に関すること 53-1064 
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■社会福祉協議会の相談窓口 

相談分野 相談内容 担当課名 電話 

日常生活全般

に関すること 

日常生活での困りごとや心配ごとの相談に相談員

が応じます。  

心配ごとをお聞きしながら、必要に応じて関係機

関につなぐなど、解決の方法を一緒に考えます。 

総務課 53-5800 

香北支所 59-2140 

物部支所 58-3098 

介護予防及び

介護・認知症に

関すること 

介護予防に関することや介護や認知症に関する困

りごと等に相談員が応じます。 

地域福祉課 

（あったかふれ

あいセンター） 

53-2251 

生活に困窮し

ている人(生活

保護世帯は除

く)、 

認知症、知的・

精神障害等、判

断能力に乏し

い人に関する

こと 

経済的に困窮し最低限度の生活が維持できないな

ど、さまざまな課題を抱えて孤立している方から

の幅広い相談に応じます。相談内容に応じた関係

機関と連携しながら生活改善に向かうよう一緒に

考えていきます。 

認知症、知的障害、精神障害等、判断能力が乏し

い方のための金銭管理、福祉サービスへのつなぎ

等の権利擁護支援、成年後見制度活用のための相

談にも対応しています。 

生活相談課 

(生活相談センタ

ー香美） 

53-2877 
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６ 市の地域福祉資源（施設資源） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①物部町 

【集会所・公民館・施設】 

庄谷相多目的集会所   中谷川公会堂      浦山公会堂      頓定集会所      大栃区長事務所 

南組公会堂       久保組公会堂      中屋公会堂      大北組公会堂     山崎老人憩の家 

塩公会堂        押谷公会堂       影仙頭集落センター  小浜農産物直販所   根木屋公会堂 

岡ノ内公会堂      農林漁業体験実習館   高井多目的集会所   影公会堂       笹上公会堂 

五王堂分団屯所     安丸公会堂       黒代公会堂      堂ノ岡公会堂     旧久保小学校 

神池分団屯所      楮佐古公会堂      平井公会堂      市宇公会堂      奥物部ふれあいプラザ 

【小学校・保育所】 

大栃小学校        大栃保育園  
②香北町 

【集会所・公民館・施設】 

永瀬公会堂     蕨野公会堂   白石公会堂          根須公会堂        吉野公会堂 

佐敷公民館     久保川集会所  韮生野コミュニティセンター  コミュニティセンター新田 本田集落センター 

下野尻集落センター 太郎丸公会堂  北岩改公会堂         萩野公民館        橋川野集落センター 

白川上集会所    白川下集会所  暁霞公民館          有瀬公民館        日ノ御子公会堂 

谷相公民館     中谷公会堂   朴ノ木公会堂         永野コミュニティセンター 三谷地区集会所 

梅久保公民館    清爪公会堂   猪野々集会所         柚ノ木集会所       保健福祉センター香北 

基幹集落センター 

 

  

①①①①    

②②②②    
③③③③    
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【小学校・保育所】 

大宮小学校   美良布保育園   双葉保育園 

 

③土佐山田町 

【集会所・公民館・施設】 

西町公民館     東町中部公民館  秦山ふれあいセンター ふれあい交流センター  土佐山田町中央集会所 

秦山町一丁目公民館 中組南部集会所  中央公民館      平田公民館       楠目地区老人憩の家 

油石農業振興集会所 植公民館     大法寺公民館     久次公民館       明治地区多目的集会所 

八王子公民館    岩積公民館    中野公民館      加茂公民館       山田島公民館  

影山多目的集会所  林田集会所    船谷公民館      佐古藪ふれあいセンター 宮ノ口公民館 

小田島公民館    逆川公民館    佐岡地区多目的集会所 佐野公民館       片地地区多目的集会所 

仁井田公民館    大後入公民館   西後入公民館     佐竹公民館       談議所公民館 

上改田公民館    須江公民館    新改公民館      宮上谷公民館      農山村コミュニティセンター 

北滝本複合集会所  河ノ川部落集会所 樫谷公民館      繁藤公民館       繁藤地区コミュニティセンター 

繁藤老人憩の家   松本部落公民館  岩次公民館      岩村地区老人憩の家   新改北部構造改善センター 

立石公民館     東町上１公民館  プラザ八王子 

【小学校・保育所】 

山田小学校      舟入小学校       楠目小学校       片地小学校     香長小学校 

なかよし保育園    あけぼの保育園     片地保育園       新改保育園 

 

 

 

 

 

  

資料：【市】指定緊急避難場所・指定避難所・選挙投票所 
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７ 用語解説 
 

あ行 

【あったかふれあいセンター事業】 

高知県は、子どもから高齢者まで、年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが気軽に集い、

必要なサービスを受けることができる拠点を整備し、地域ニーズの把握や課題に対応した小

規模多機能支援拠点としての活動に加え、要配慮者の見守りや生活課題に対応した支え合い

活動等を行う地域福祉活動を推進するため、あったかふれあいセンター事業を実施する市町

村に対し、予算の範囲内で補助しています。 

 

【ＮＰＯ】 

民間の非営利団体のことで、保健や医療活動のほか、福祉促進、社会教育の増進、環境保

全、災害救助、国際協力等、不特定多数の人間に寄与する活動を行っています。その内容は

多岐にわたり、上記のジャンルのほかでも経済ＮＰＯ等、多様化・細分化されてきています。

それぞれ法人化されたＮＰＯ法人として活動しており、平成 10（1998）年に施行された

「ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）」によって認証され、国からの助成金や寄付等でその活

動をまかなっています。 

 

か行 

【介護保険制度】 

介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支えあうことを目

的とした制度です。少子高齢化や核家族化に伴い、被介護者を家族だけで支えるのは難しく

なっています。そこで、被介護者の自立を支援したり、介護する側の家族の負担を軽減でき

るようサポートしたりと、介護者・被介護者の双方が安心して生活できる社会を目指し、平

成９（1997）年 12 月に「介護保険法」が制定され、平成 12（2000）年４月から施行さ

れています。 

 

【過疎】 

人口が急激かつ大幅に減少したため、地域社会の機能が低下し、住民が一定の生活水準を

維持することが困難となった状態をいいます。過疎化が進行し、地域社会としての機能を失

った集落を限界集落と呼ぶこともあります。 

 

【香美市振興計画】 

 地域づくりの最上位に位置づけられる行政計画であり、基本構想・基本計画・実施計画の

３本柱で構成され、長期展望に立った計画的・効率的な行政運営の指針を示すものです。 

 

【香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略】 

 少子高齢化が著しく進行し、人口減少社会となってきているなかで、まちづくりの基盤と

なる定住人口を維持し、将来にわたって市民が安心して働き、希望に応じた結婚、出産、子

育てをすることができる地域社会の構築を目指し、将来都市像である「山・川・まち・ひと
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が躍動し、支え合い、響き合う 進化する自然共生文化都市・香美市」の実現に向けて、ま

ち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを趣旨とします。 

 

【虐待】 

 人権を侵害し、心や身体を傷つけるような行為のことです。殴る、蹴るなどの暴力的な行

為だけでなく、本人の意に反する身体的拘束や性的虐待、暴言や脅迫等の心理的虐待、世話

を放棄するネグレクト、年金等を勝手に使ってしまう経済的虐待等があり、障害のある人や

児童・高齢者に対する虐待が問題となっています。 

 

【教育振興基本計画】 

 教育振興に向けた施策を総合的、計画的に進めるための基本計画。改正教育基本法で、政

府が作り国会に報告することが定められました。地方自治体も国の計画を参考に、地域の実

情に応じた基本計画を作ることが努力目標となっています。 

 

【ケアマネジャー】 

 ケアマネジャー（介護支援専門員）は、介護を必要とする方が介護保険サービスを受けら

れるように、ケアプラン（サービス計画書）の作成やサービス事業者との調整を行います。 

 

【減災】 

 災害時において、発生し得る被害を最小化するための取り組みのことをいいます。防災が

被害を出さないことを目指す総合的な取り組みであるのに対して、減災とはあらかじめ被害

の発生を想定した上で、その被害を低減させていこうとするものです。 

 

【高知工科大学】 

大学工学部のなかった高知県のハイテク産業浮揚希望を担って、高知県により平成９

（1997）年に公設民営方式で私立大学として創設され、平成 21（2009）年４月に公立大

学法人化により公立大学へ移行しました。「日本にない大学」を目指し、分野横断的な学群（学

部）編成、研究費の思い切った重点配分、他大学に先駆けた学生による授業評価や研究業績

を直接的に教員評価・教員処遇に反映させる教員任期制再任制度等、従来の日本の大学の慣

習とは一線を画した尖端的なトップダウン運営で知られています。香美市キャンパスは大学

敷地を区切るような塀や柵等はなく、隣接する鏡野公園との一体化したようなキャンパスに

なっていて、アメリカ景観建造物協会優秀賞、公共建築賞優秀賞を受賞しています。 

 

【公民館事業】 

公民館は、地域住民の学習や文化活動の拠点であると同時に、教育機関（地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第 30 条で規定）として位置づけられています。そのため、さま

ざまな事業が行われていますが、社会教育法第 22 条では、公民館事業として、①定期講座

を開設すること、②討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること、③図書、

記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること、④体育、レクリエーション等に関する集

会を開催すること、⑤各種の団体、機関等の連絡を図ること、⑥その施設を住民の集会その

他の公共的利用に供すること、の６項目をあげています。 
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【コーディネーター】 

仕事の流れを円滑にする調整者のことです。社会福祉の援助においては、他の職種とのチ

ームワークが不可欠であるため、その人たちとの調整を行います。 

 

【国勢調査】 

総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本に居住している全ての人及び世帯」を対象と

して実施される国のもっとも重要かつ基本的な統計調査（全数調査）です。調査は、国内の

人口、世帯、産業構造等について行われ、統計法第５条を根拠とする「基幹統計調査」と位

置づけられており、基本的には５年ごとに、なおかつ「西暦が５の倍数の年」に実施されま

すが、総務大臣は必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行うこともできると規定さ

れています。 

 

【子どもの貧困】 

平成 25（2013）年６月、「子どもの貧困対策に関する法律」（平成 25年法律第64号）

が国会の全会一致で成立しました。 

この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、

貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を

図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とするものです。 

法律では、政府は子どもの貧困対策を総合的に推進するための大綱を定めなければならな

いとされています。 

 

【孤立死】 

社会から孤立した状態で亡くなり、長期間気づかれないことをいいます。独居高齢者や老

老介護世帯だけでなく、若年層の家族がいる世帯や生活困窮世帯でも起こっています。 

 

さ行 

【災害時避難行動要支援者】 

災害時に、必要な情報を的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所へ避難する

など、適切な行動をとることが特に困難な人のことをいいます。寝たきりの高齢者や障害の

ある人等が、主な災害時避難行動要支援者にあたります。 

 

【自主防災組織】 

地域住民による任意の防災組織をいいます。主に自治会等が母体となって地域住民が主体

的に連帯して防災活動を行う任意団体のことです。 

 

【社会福祉協議会】 

社会福祉法に基づく、地域福祉の推進を図ることを目的とした社会福祉法人のことで、一

般的に「社協」と呼ばれます。 
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【住民基本台帳】 

市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿への登録、その他の住民に関する事

務処理の基礎とするとともに、住所に関する届け出等の簡素化と住民に関する記録の適正な

管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う目的のために作成される台帳の

ことです。個人または世帯を単位とする住民票で構成されます。住民に関する事務処理は、

すべてこれに基づいて行われるのが原則となっています。 

 

【生涯学習】 

人々が生涯にわたって、主体的に継続して行う学習のことです。平成２（1990）年に生

涯学習振興法が制定され、さまざまな振興対策が取られています。生涯教育との意味上の関

連から、大きく２つのとらえ方がなされています。１つは、生涯学習は個人の自主的・主体

的行為ですが、生涯教育は知識・技術の一方的な伝達行為であって、人間の生涯管理につな

がるとして否定する立場、もう１つは、個人の主体的行為としての生涯学習を可能にするた

めの保障作用が生涯教育であり、価値的には同じだとする立場です。 

 

【少子高齢化】 

少子化と高齢化が同時に進行している状況のことをいいます。現在、世界の先進国の中で

人口問題として大きく取り上げられているのがこの問題であり、発展途上国では起こりにく

いとされています。少子高齢化によって引き起こされる問題としては、生産年齢人口（労働

人口）の減少による国力の低下、高齢者の増加による社会保険料等の負担の増加、少子化の

進行による教育費の減少等があります。 

 

【食育】 

国民一人ひとりが生涯を通じて健全な食生活を送り、日本固有の食文化を継承できるよう

に、食について考える習慣や食べ物を選択する力を身につけるための教育全般を指します。

国は食育を推進する目的で、平成 17（2005）年 7 月に「食育基本法」を施行し、家庭や

教育機関、生産者に食育への取り組みを求めました。地方自治体にも食育推進計画を定め、

親子で参加する料理教室の開催や、学校で地域の特色を生かした学校給食を実施すること等

を求めています。 

 

【身体障害者手帳】 

身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある人が、各種の障害福祉サービスを受けやす

くするための手帳のことです。都道府県知事、政令指定都市の長または中核市の長が交付し

ます。 

 

【生活困窮者自立支援制度】 

全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、官民協働による地域の支援対策を構築

し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家

計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に関する事業を包括的に実施

します。 
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【生活保護】 

生活に困窮する貧困世帯に対して国が扶助を行い、最低限度の生活水準を保障するととも

に自立を促す制度です。昭和 25（1950）年に制定された生活保護法を根拠として実施さ

れています。日本国憲法が「生存権」として規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営

む権利」を守るための制度です。 

 

【精神障害者保健福祉手帳】 

一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害のある人の自立と社

会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、さまざまな支援策が講じられていま

す。都道府県知事が交付します。 

 

【成年後見制度】 

精神上の障害等によって判断能力が十分でない人が財産管理や身上監護で不利益を被らな

いように家庭裁判所に申立てを行い、代理権や同意権・取消権の付与を受けてその人を援助

してくれる人（成年後見人等）を付ける仕組みのことです。 

 

【世代間交流】 

世代の異なる人が相互に交流し、互いの生活文化や価値観の理解を深めるために行われる

活動のことです。人間は、生涯を通して家庭、学校、地域社会や職場等で行われるさまざま

な営みから自分づくりを行います。これらの生涯学習活動における世代間活動は、互いに持

っている能力や知識・技能等の交流・継承、深化・発展に大きな学習効果をもたらすものと

期待できます。 

 

 

た行 

【男女共同参画思いやりプラン】 

本市は、性別に関係なく市民の個性と能力を生かし、一人ひとりが自分らしくいきいきと

暮らせるような社会づくりを基本理念とし、「香美市男女共同参画プラン」を策定しています。

男女共同参画を推進するために、（１）個人として能力を発揮できる機会の確保（２）性別に

よる固定的な役割分担意識に基づく制度や慣行の改善（３）対等なパートナーとして、いろ

いろな方針の決定に参画する機会の確保（４）お互いに協力し、家庭としての役割を果たし、

仕事・学習・地域活動が両立できる環境整備（５）国際的な流れを認識し、他の国々や関係

機関とも相互に協力した取り組みの５つの柱を掲げ、さまざまな施策に取り組んでいます。 

 

【地域共生社会】 

高齢者・障害のある人・子ども等、すべての人々が、制度・分野や、支え手側・受け手側

という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分

野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく

社会のことをいいます。 
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【地域福祉】 

地域住民の社会的ニーズの充足を図り、その自立を促進するとともに、すべての住民が平

等にすべての社会活動に参加できるコミュニティの形成を図る社会福祉の活動のことをいい

ます。問題の発生を予防するとともに、社会的に援護を要する問題の解決のために、行政、

民間、住民の協力・協働による社会福祉サービスを行い、高齢者、障害のある人、その他さ

まざまな支援を要する人々が社会活動に参加できるための環境改善（福祉のまちづくり）を

行う活動を柱とし、とくに地域住民が問題解決に主体的に参加する地域組織化活動を重要な

取り組みとしています。 

 

【地域包括ケアシステム】 

平成 37（2025）年を目途に高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応

じ、自立した日常生活を営むことができるよう、医療・介護・介護予防・住まい及び自立し

た日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいいます。 

 

【地域包括支援センター】 

福祉・介護・保健が一体となって、高齢者の生活を支える機関で、社会福祉士・主任ケア

マネジャー・保健師等の専門職が連携して、介護サービスをはじめ、福祉サービス・権利擁

護・高齢者虐待等、さまざまな相談を受けることができます。 

 

【地域防災計画】 

一定の地域における地区住居者や事業者等が策定する自発的な防災活動についての計画の

ことです。阪神・淡路大震災、東日本大震災により、地域における自発的な自助・共助によ

る防災活動の重要性を認識されたことで、平成 25（2013）年６月の災害対策基準法改正

で「地区防災計画制度」が創設されました。 

 

な行 

【南海トラフ地震】 

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィ

リピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域を「南

海トラフ」といいます。 

この南海トラフ沿いのプレート境界を震源とする大規模な地震が「南海トラフ地震」です。

南海トラフ地震は、概ね 100～150 年間隔で繰り返し発生していますが、その発生間隔に

はばらつきがあり、震源域の広がり方には多様性があることが知られています。 

昭和東南海地震及び昭和南海地震が起きてから 70 年以上が経過しており、南海トラフに

おける次の大規模地震の切迫性が高まっています。 

 

【認知症】 

加齢によるもの忘れではなく、さまざまな原因で記憶や判断力等の障害が起こる脳の病気

のことをいいます。 
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は行 

【東日本大震災】 

平成 23（2011）年３月 11日、午後２時46分ごろに発生した東北地方太平洋沖地震に

よってもたらされた大災害です。地震の規模はＭ9.0 で、気象庁観測史上最大の地震となり

ました。宮城県北部で震度 7 を記録したほか、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、

千葉の各県で震度 6強から 6弱を観測しました。この地震により発生した大津波が東北地方

から関東地方の太平洋岸に襲来し、各地に甚大な損害をもたらしました。この災害による死

者は 1万 3,000 人以上、行方不明者は 1万 4,500 人以上、6万 7,000以上の建物が全半

壊しており、阪神・淡路大震災を上回る戦後最大の災害となりました。 

 

【ひきこもり】 

自宅にひきこもって、社会的参加をしない状態が６か月以上持続しており、精神障害がそ

の第一の原因と考えにくいものをいいます。パソコン通信や電話で外の人との接触がある人、

家事等をして家族と良好な関係を持っている人は該当しません。子から親への家庭内暴力が

伴うケースも多く、1990 年代後半から問題視され始めました。 

 

【避難所】 

災害で住まいを失ったとき等に、被災者が避難生活を送るための場所で、市町村が指定し

ます。学校や公民館のような公共施設で、物資を備蓄することが多くなっています。避難所

にはさまざまなタイプがあり、災害時の危険を回避するため、または帰宅困難者が交通機関

の回復を待つために一時的に待機するなどといった用途が想定されている「一時避難場所」、

一時避難場所より大人数を収容できる避難所で、一時避難場所が危険になったときに避難す

る「広域避難場所」、短期間、避難生活を送るための避難所である「収容避難場所」、災害時

に自宅での生活が困難で、その中でも介護や福祉サービスを必要とする人々のための避難所

で、通常、平時に社会福祉施設や保健センターである場所が指定される「福祉避難場所」等

があります。呼び方は市町村によって異なり、「避難場所」でも「避難所」と称することもあ

ります。 

 

【防災行政無線】 

防災行政無線は、県及び市町村が「地域防災計画」に基づき、それぞれの地域における防

災、応急救助、災害復旧に関する業務に使用することを主な目的として、あわせて、平常時

には一般行政事務に使用できる無線局です。 

市町村防災行政無線（同報系）は、行政機関と住民との通信手段として屋外拡声子局や戸

別受信機を介して、自治体から住民等に対して直接・同時に防災情報や行政情報を伝えるシ

ステムです。 

 

【ボランティア】 

自主的に社会事業等に参加し、無償の奉仕活動をする人のことです。 
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ま行 

【民生委員・児童委員】 

「民生委員」は、社会福祉の増進を任務とし、地域住民の実態や福祉ニーズを日常的に把

握するとともに、要援助者への助言援助、社会福祉施設への連絡協力を行います。民生委員

法に基づき、市長が推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。行政協力という公共性を持つ一方、

地域のボランティアとしての自主性を持つ活動を行います。 

「児童委員」は、児童の生活環境の改善、保健、福祉等、児童福祉に関する援助を行いま

す。児童福祉法により、厚生労働大臣により委嘱され、民生委員がこれを兼ねます。 

 

や行 

【要介護認定者】 

日常生活において、介護が必要な状態の軽減や悪化の防止のために支援が必要な状態にあ

る人（要支援者）や、常時介護を必要とする状態にある（要介護者）と認定された人のこと

をいいます。 

 

ら行 

【療育手帳】 

知的障害のある人が各種の障害福祉サービスを受けやすくするための手帳のことです。都

道府県知事または政令指定都市の長が交付します。 
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基本理念 つながり、集まり、ささえあうまち香美市
取り組み １．地域住民による支えあい活動の促進
活動目標 ①地域ぐるみの支えあい体制の充実 ア．地域見守り体制の充実

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

赤ちゃんすこやか訪問
健康介護支援課

(親子すこやか班)

H28年度は、11名の訪問員で訪問等の活動を実施した。

赤ちゃんすこやか訪問は全出生児を対象にしており、H28年度訪問

は125件と、活動開始以降年々増加している。

生後４か月までに香美市へ転入した児についても対象として声かけ

し、訪問を行っている。

定例会・研修会を行い、訪問員同士の情報交換や乳幼児の発育・

発達についての学習も行っている。

今後も継続して全出生児を対象として訪問活動を行っていく。

訪問後も、見守りや声かけ等のつながりができることを重視し、訪問

員の居住する地域での出生を中心に訪問している。このため、一部

の訪問員に件数が集中してしまうことがあり、訪問員の負担が増加し

ないよう配慮していく。

身近な存在として、相談を受けたり情報提供できるよう、研修会や情

報交換等を行い、訪問員の活動を支援する。

継続・充実

健康づくり地域ネットワーク推

進事業
健康介護支援課

各団体が、地域の方に健康づくり事業等への勧誘を行なったことに

より、事業の周知が行なえた。

また、地域での声かけ、検（健）診の受診勧奨を行なうことにより、未

受診の方が、受診に繋がったとの報告もあった。

周知方法の工夫により、利用団体を増やす。既に補助金を活用して

いる団体については、事業の継続と、更なる健康づくり活動と地域の

ネットワークづくりを推進してもらう必要がある。

継続・充実

緊急通報装置の貸与
健康介護支援課

（社会長寿班）

年ごとに利用者数の減少がみられる(H25:59人,H26:49人,H27:34

人,H28:27人,休止含む)。

緊急時に連絡手段を持たない方々であってもすぐ助けを求めること

ができ、不安なことがあれば相談できる。この環境づくりによって本人

が住み慣れた地域・家で安心して過ごすことができ、関係者の不安

も取り除くことができる。そのため緊急通報装置の意味合いは大きい

と思われる。

入院や施設入所により使用をやめることが多い。協力員がみつから

ないことや周知不足、携帯電話の普及などが原因としてあると思わ

れる。協力員に関しては民生委員を介すことで見つかることもあるた

め、方法の一つとして提示している。

周知に関しては市のホームページでの掲示、支所・施設にチラシを

おく等している。

生活の不安や孤独感の解消に役立っているため、今後も引き続き

緊急通報装置の貸与を継続していく。

継続・充実

地域介護予防活動支援事業 包括支援センター

自主グループ地域の集いは市内に50数ヶ所あり、その多くは10年

近く継続されている。各地区公民館や老人憩いの家などで開催され

ている集いは頻度は週1回～年数回と様々だが、介護予防体操や

お茶を囲んだ交流を図るなど住民同士での見守りや助け合いが続い

ている。

前期高齢者やもっと若い世代から、気軽に訪れることができ活動や

交流が図れるよう地域の拠点（各地区の公民館や公会堂など）を上

手に活用していくことができると良いのではないだろうか。地域住民の

活動を支援していく人材や施設の整備（段差やてすり、トイレなど）、

仕組みがこれからも必要だと考える。

継続・充実

配食サービス
健康介護支援課

（社会長寿班）

年ごとに利用者数に大きな変動はない(H24：23人、H25～H28：25

人)。

調理が困難な高齢者の方々、また高血圧・心臓病・糖尿病といった

病気を患っている方々でも栄養バランスの取れた食事をとることがで

きるため生活の安心に寄与することができた。

また、決まった時間に配達されることで規則正しい生活を送る後押し

や、配達の際に話をすることで生活の孤独感の緩和ができた。

少々値段は割高だが（普通食：514円、治療食566円）、月曜日～

日曜日の昼・夜と配達可能な日・時間が多く、安否確認を兼ねるこ

とができるため、地域の在宅生活を支えるひとつの手段としての重要

度は高いと思われる。引き続き栄養バランスの取れた食事を提供す

ることで食生活の安定と在宅生活の維持を図っていく。

継続・充実

訪問活動支援 福祉事務所
支援が必要な人、見守りが必要な人の早期発見や各種相談を関係

機関につなげることができた。

支援が必要な人を早期に発見し、孤立しないよう地域全体での見守

り活動を行い地域での支え合いを継続し推進する。
継続・充実

地域担当職員制度の実施 物部支所

H25:延訪問回数18回／延訪問人数148人

H26:延訪問回数 9回／延訪問人数  73人

H27:延訪問回数10回／延訪問人数135人

H28:延訪問回数11回／延訪問人数109人

物部支所管内の職員減少等により10班（１～２人）体制のうち５班

のみの実施となった。すべての地区への訪問ができていないが、可

能な限り実施する予定である。

継続・充実

活動目標 ①地域ぐるみの支えあい体制の充実 イ．あったかふれあいセンターの充実

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

あったかふれあいセンター事

業
福祉事務所

物部サロンひとやすみ・香北サロンみによん利用者1,829名・ボラン

ティアてとて利用者2,139名。

あったかふれあいセンター事業として「物部サロンひとやすみ・香北サ

ロンみによん・ボランティアてとて」等３つのサロンを開設し、高齢者

が日常的に集い、住民どうしの世代を超えた交流を図ることができま

した。また、サロンを拠点としたボランティア活動も少しずつ進んでい

る。

気軽に利用できるスペースとして定着してきている。土佐山田町圏域

と香北町・物部町圏域毎にそれぞれの地域性に応じた活動を推進し

ていく。

継続・充実

活動目標 ①地域ぐるみの支えあい体制の充実 ウ．防犯や防災対策の充実

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

自主防災組織の新設・支援 防災対策課

【H28】◎自主防災組織の新設◇6組織

◎自主防災組織の活動支援

 ◇資機材整備費補助／11組織 2,538千円

 ◇訓練費補助／50組織54回 956千円

 ◇防災士資格取得補助／5名  90千円

 ◇災害時協力井戸整備補助／1組織 181千円

自主防災組織は合計170組織となり、組織率が93.66%から

96.72%に上昇した。災害に強い人づくり、地域づくりが進んだ。

特に山間部や小世帯集落等で結成に至っていない地域が目立つ。

説明会等を通して、新規設立・既存組織への加入を進める。また、

自主防災組織の育成強化により、地域防災力の向上を図る。

継続・充実

防災訓練の実施 防災対策課
非常時における住民自身の自助・共助による適切な行動の習得を

図った。

関係機関・団体との合同訓練、香美市総合防災訓練（仮称）を実

施する。
継続・充実

防災情報の提供 防災対策課

【H28】防災行政無線デジタルシステム(同報系)整備工事393,087

千円

同報系デジタル無線システムを物部町地域で実施した。

同報系防災行政無線のデジタル移行・導入を行い、市内全域で、

一斉情報伝達システムを整備する。28年度から施工する。（30年

度完成予定）

継続・充実

防犯灯の維持費補助 防災対策課

【H28】◇修繕費等／327灯 6,280千円

◇電気料補助／1,824灯 3,483千円

自治会管理の防犯灯の維持費を補助し、犯罪防止の環境整備を

進めた。

自主防犯意識の高揚を図り、市民生活の安全を確保する。 継続・充実

安否確認体制の整備 福祉事務所

民生委員児童委員、地域のボランティアの方の日頃の見守りととも

に、年１回は民生委員児童委員による対象者の調査を実施し安心

して生活できる地域づくりにつながっている。

過疎化と高齢化により地域の支え合いの力が弱まっており、地域で

お互いを見守り支えあえる体制を充実する。
継続・充実

福祉避難所の開設及び運営

訓練の実施
福祉事務所

災害時に避難者受入の実施を体験でき課題等の整理を行った。

避難生活時に必要な備品を整備できた。
避難所の備蓄品整備及び設置運営訓練を継続していく。 継続・充実

交通安全や防災に関する研

修会
中央公民館

H25:4地区6回　延べ115人参加

H26:5地区5回　延べ　97人参加

H27:3地区4回　延べ130人参加

H28:3地区4回　延べ　52人参加

公民館で防犯や防災に関する講座・研修会を開催しているが、開催

日時が平日昼間になっているため、参加者が少なくなっている。

また開催している地区や回数も減少しているため、地区・回数が増加

するよう各地区公民館とも連携しながら、多くの方に参加してもらえる

ような講演・研修会の内容、開催日時等を検討していく必要がある。

継続・充実

８ 第１期計画の検証・評価一覧 
 

■第１期地域福祉計画の検証・評価                    香美市 
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活動目標 ②地域で活動する団体との連携強化

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

老人クラブ活動の支援
健康介護支援課

（長寿社会班）

老人クラブ

H26　171万円　単位老人クラブ数41

H27　169万円　単位老人クラブ数41

H28　169万円　単位老人クラブ数36

健康で生きがいのある生活支援ができた。

高齢者が人とのつながりをつくることや、生きがいづくりは健康につな

がる。 継続・充実

シルバー人材センター助成事

業

健康介護支援課

（長寿社会班）

シルバー人材センター

H26  248万円 会員数 130人／ 年間延べ6625人が就業。

H27　253万円 会員数　149人／ 年間延べ7511人が就業。

H28　253万円 会員数　179人／ 年間延べ8,120人が就業。

高齢者の活動推進を図るため、今後も継続していく。 継続・充実

子育て支援団体との協働・支

援
子育てセンター

子育てサークル交流会では、活動内容や子育て世帯の情報を共有

した。また11月の研修会では発達障害のある子ども達への良好な関

わり方について知識の習得と理解を深めた。また、支援者同士の連

携を強め、今後の活動の参考にすることができた。

子育て支援団体と定期的に情報共有することで子育て中の保護者

に双方の活動情報を即時に発信することができた。

子育て講座を通して民生児童委員やヘルスメイト、図書館等と出会

うきっかけとなり、つながりができた。

地域全体で子育て家庭を育む環境を保持するために、今後も地域

で活動しているボランティア団体や子育てサークル等との連携を継

続させる。

継続・充実

活動目標 ③ボランティア活動の推進

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性
障害デイサービス「ぷちカ

フェ・アトリエ」ボランティア

健康介護支援課

（健康づくり班）

障害デイサービスでは、ボランティアがいきいきと活動できており、少

しずつではあるが、口コミでボランティア数も増えている。

ボランティアがいきいきと活動ができるよう、ボランティアの主体性を

大切にした支援に努め、活動の活性化を図る。
継続・充実

こころのボランティア研修

（ボランティアの育成）

健康介護支援課

（健康づくり班）

障害に関する知識の学習、デイサービスの見学・交流を実施し4名

参加。

こころのボランティア研修では、障害デイサービスで活動中のボラン

ティアから、活動紹介をし、活動の意義や感想などを発表することが

できた。

ボランティアから直接話を聞くことができ良かったと好評で、受講者2

名のボランティア登録につながった。

今後も、広報などでボランティア研修の周知を行い、少しでも多くの

方にボランティア活動に関心を持ってもらえるよう努める。
継続・充実

認知症高齢者の地域での見

守り
包括支援センター

認知症に関する正しい知識の普及啓発活動として、「認知症サポー

ター養成講座」を実施するとともに、認知症に関する講座等を開催。

Ｈ27年度現在のサポーター数は、2,169人となっている。

今後も引き続き、認知症理解と早期発見、早期対応等の啓発活動

を行う。認知症高齢者の見守りについては、これまでの啓発事業を

継続するとともに、地域の広い層に認知症を理解してもらうため町内

会やタクシー会社、商工会等にもサポーターを呼びかけるとともに、

地域ケア会議等を活用した取り組みを推進する。

継続・充実

社会福祉協議会が実施する

ボランティア活動推進
福祉事務所

ボランティア活動に参加意欲のある方の登録を行い、手話・要約筆

記の技能取得ができた。

ボランティア活動の推進のため、人材の確保と必要な技能の取得の

ため事業を継続する必要がある。
継続・充実

小中学校でのボランティア活

動
教育振興課

児童会や生徒会のリーダーシップのもと、活動を通して地域とのつな

がりが、より広く、深くなるとともに子どもたちの主体性も高まってき

た。

各学校単位の活動になっているため、さらなる推進を目指し、教育

委員会が子ども会議等で交流する場を設定するとともに、外部機関

と連携を図る等、連携の体制を整える必要がある。

継続・充実

活動目標 ④地域福祉を支える担い手の育成

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

健康づくりを支える担い手の育

成

健康介護支援課

（健康づくり班）

健康づくりに関する意識や知識の向上のために、研修会などへの積

極的な参加を呼びかけた。また、研修会で学んだことを地域でも広

めてもらうように啓発活動も行った。

小中学校で禁煙防止の紙芝居を実施し、児童生徒への意識づけは

もちろん、家庭でも喫煙について話をしてもらうように伝えた。

活動の中心が役員・理事に偏っているため、会員が参加しやすい研

修会や活動方法を検討する。

継続・充実

健康づくり推進員協議会
健康介護支援課

（健康づくり班）

健康づくりに関する意識や知識の向上のために、研修会などへの積

極的な参加を呼びかけた。また、研修会で学んだことを推進員自身

でも実践し、地域でも広めてもらうように啓発活動も行った。

推進員の活動内容や、地域での伝達方法を引き続き検討し、よりよ

い活動に繋がるよう支援していく。
継続・充実

食生活改善推進協議会
健康介護支援課

（健康づくり班）

望ましい食生活や健康に関する知識、技術を習得し、地区伝達活

動や食育事業を実施した。食生活改善の普及啓発に取り組むことに

より市民の健康づくりにつながっている。

会員の高齢化や固定化により活動会員の偏りが課題であるが、新規

会員の入会により、活動の幅が広がるよう支援が必要である。

研修内容等の充実を図ることにより、会員の資質向上に努める。

継続・充実

小中学生の地域活動 教育振興課

子どもまつりや香美市の歌の活動を通して、地域との交流が深まると

ともに、香美市をもっと元気にしたいという気持ちが高まり、地域貢献

につながった。

今後も地域活動を活性化していくために、総合的な学習の時間等を

活用して、多様な地域福祉について検討し、実施していく。
継続・充実

民生委員児童委員協議会活

動の支援
福祉事務所

【H28】土佐山田町65名、香北町30名、物部町26名で地域住民か

らの相談に応じ、高齢者等の見守り活動や研修活動を行うとともに

関係機関との連携協を図り、安心して暮らせる地域社会づくりに努め

た。

過疎化、高齢化等により民生委員児童委員の確保が難しい地区が

ある。現在、土佐山田町で4地区、香北町で2地区の欠員がある。

各協議会が組織としてそれぞれの地区にを対応してくれているが地

域福祉の推進のために解消しなければならない。

継続・充実

活動目標 ⑤地域福祉の”芽”を地域全体で育む

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性
市内小中学校における高齢

者、障害者等に関する福祉事

業

福祉事務所
高齢者、障害者、地域住民等と交流することで福祉に関心を持ち福

祉に関する知識を得て活動ができた。

今後も市内の小中学校が関係機関、地域住民等とともに活動を継

続していく必要がある。
継続・充実

学校支援地域本部 教育振興課

地域住民ボランティアの参加により、子どもたちが地域の方と交流

し、また、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育て

る体制の充実が図れた。

地域住民が主体的かつ継続的に活動できるように、学校・家庭・地

域の協働体制を推進していく。
継続・充実

子育てサポート体験 子育てセンター
子育てひろばを利用している親子とふれあうことによって、高校生に

福祉・看護・保育・子育てについて知ってもらうきっかけとなった。

高校生に福祉・看護・保育・子育てについて関心をもってもらえるよう

に事業を継続する。
継続・充実

香美市 
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取り組み ２．福祉サービスの充実ならびに制度の隙間への対応強化
活動目標 ①相談窓口の充実

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性
健康、福祉、教育関係職員に

よる各種事例の連絡及び協

議

健康介護支援課

福祉事務所

教育委員会

担当部署だけでは対応できない事例に対し総合的な対応ができた。
相談内容は複雑多様化しており各課による総合的な対応が必要で

あり、今後より一層連携した対応が求められる。
継続・充実

母子保健及び育児に関する

相談

健康介護支援課

(親子すこやか班)

・H28　母子健康手帳交付数：149件

・H28　相談件数：1,205件（延べ）（来所・電話相談、育児相談）

・H28　訪問件数：518件（延べ） （妊婦・産婦・新生児・乳幼児等）

・H28　出産後訪問実施率：94.5%（新生児期実施率：71.0%）

母子健康手帳交付時や出生届出時の面接は、可能な限り地区担

当保健師が対応している。地区担当保健師を知ってもらうことで、妊

娠期から相談しやすい関係を作り、その後のサービスにもつながりや

すくなっていると考える。

助産師による電話相談の実施により、妊娠経過の状況把握ができ、

必要な保健指導に結びつけることができた。母乳育児支援について

も強化できた。

母子健康手帳交付時、出生届出時に保健師紹介カードを配付する

ことで、相談窓口が周知され産後の連絡もつきやすくなってきてい

る。訪問の新生児期実施率も上昇してきている。

H29年4月から子育て世代包括支援センターを設置し、専任のコー

ディネーターを配置して地区担当保健師とともに妊娠期から出産、

子育て期まで継続的な支援体制づくりを行い、相談に対応していく。

子育てや福祉部門等関係部署や医療機関等関係機関と連携し相

談に対応していく。

継続・充実

高齢者の総合相談窓口 包括支援センター

担当職員の決め細やかな対応により、支援が行われている。民生委

員や関係機関等の信頼も得られているが、香北物部圏域への職員

配置により、より安心という民生委員さん等からの声も聞かれる。

地域包括支援センターへの相談の中には、独居、高齢者世帯など

権利擁護的な支援を要する内容もある。今後も引き続き気軽に相

談できる窓口機能など、相談支援体制の充実に取組む。H28年度

より、保健師1名が増員され、香北物部圏域に職員2名、非常勤職

員4名の体制としたが非常勤職員の確保が課題である。

継続・充実

相談支援事業 福祉事務所

H26:相談実人員：  90人／相談延件数：816件

H27:相談実人員：  93人／相談延件数：617件

H28:相談実人員：118人／相談延件数：637件

新規の対象者や家族、サービス未利用者に対し障害に関する窓口

として、広報香美で周知した。
継続・充実

保育所に家庭支援員を配置
教育振興課

（幼保支援班）

「家庭環境に配慮の必要な児童」や、「保育及び日常生活に支援を

必要とする児童」に対して、担任のみでは行き届かない細やかな配

慮・支援等ができ、対象児童の処遇向上につながった。

特別な配慮を必要とする児童は年々増加傾向にあり大規模園以外

においても家庭支援員（保育士）の必要性は高まっている。未配置

の保育所への家庭支援員の配置も検討していかなくてはならない

が、保育士が不足しており今以上の配置は困難である。家庭支援員

未配置園では、園長を中心に家庭支援を行っていく体制の強化を

図りたい。また、保育士確保に努めるほか、家庭支援員のスキル

アップにも努めたい。

継続・充実

特別支援保育コーディネー

ターの配置による支援の質の

向上を図る

教育振興課

（幼保支援班）

支援を必要とする児童の保護者に対して支援ファイルの作成を促す

などして支援ファイル作成児童が大幅に増加し、かつ取組み時期も

早くなった。支援ファイルの活用により保育所から小学校への支援

の切れ目を少なくすることができた。

また、保育士への特別支援保育に対する研修等が行われ、保育士

のスキルアップにも貢献している。

支援を必要とする児童に加え、家庭環境等に特別な配慮が必要な

児童など、フォローする児童が増えているが、現状ではコーディネー

ターの増員ができていない。適性を持った人材確保が喫緊の課題で

ある。

継続・充実

保育サービス利用者の意見･

要望等の相談解決のための

第三者委員設置（保育所）

教育振興課

（幼保支援班）

直接関係者に向けて苦情等を申し立てにくいケースへの対策として

第三者委員を置いているが、第三者委員に相談されることはほとん

どない状況である。

各園保護者の目につきやすいところに苦情相談窓口の案内を表示

して知らせているが、直接保育所職員や、教育振興課へ申し立てる

ケースが多く、第三者委員への相談はほとんどない。今後、入園時

に配付・説明する各園の「重要事項説明書」に苦情相談窓口につい

て記載し、周知徹底を図りたい。

継続・充実

隣保館の基本事業である

相談事業の実施

ふれあい交流セン

ター

【H28】年間76件の相談。うち27件が福祉に関する相談。

公的機関への申請・請求等の窓口が分からない人に代わり問い合

わせ、書類の書き方等を指導することで、円滑に処理することができ

た。

各種相談業務の充実を図り、安心して相談できる環境づくりを進め

る。
継続・充実

子育て等に関する相談 子育てセンター

子育てひろばの利用時に気軽に相談する保護者が多い。深刻な悩

みになる前に支援できた事例もある。

ママのサポートルームでは助産師・保健師・保育士・栄養士を配置

し、母乳相談等の専門的な相談を受け、また母親の休息の場を提

供できた。

育児相談の内容が多様化しているため、今後も関係機関との連携を

強化し保護者のニーズに対応していく。

保護者の育児ストレス等を緩和できるよう、職員間の情報共有や研

修等を通して職員の質の向上に努める。

ママのサポートルームの参加人数が多い時は助産師を２人体制に

し、支援の充実を図る。

継続・充実

活動目標 ②情報提供の充実

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

母子健康手帳交付

　・新生児訪問

　・乳幼児健康診査

　・育児相談

　・離乳食講習会等

健康介護支援課

(親子すこやか班)

新生児訪問や健診での声かけや資料配布により、子育てセンターへ

の利用につながった方や、市役所への来所時に計測相談を利用さ

れる方が増えてきた。

今後も様々な機会を通じて情報提供を行っていくとともに、H29年4

月から設置する子育て世代包括支援センターで各種相談に応じ必

要な情報提供を行う。

継続・充実

新規障害者手帳取得時の情

報提供
福祉事務所

H25:新規取得者 110件

H26:新規取得者  76件

H27:新規取得者  76件

H28:新規取得者 106件

情報の周知は不十分との声もあるので、広報紙やホームページなど

を活用しつつ、地域活動支援センター香美とともに制度やサービス

について更に情報提供を行う。

継続・充実

声の広報 福祉事務所
利用者に対し地域で生活するため必要な情報を提供することができ

た。H25:7名／H26:8名／H27:8名／H28:6名
新規手帳取得時や機会ある際にサービスのお知らせを行う。 継続・充実

地域の子育て関連情報の提

供
子育てセンター

子育てひろばの利用のきっかけは「子育ておひさま通信」が一番多

かった。「子育ておひさま通信」の内容、紙面を充実した成果だと思

われる。

子育てひろばには、転入してきた子育て家庭の利用も多く、地域で

孤立しないようサービスの紹介や仲間作りができている。

訪問することで、子育てサービスについてわかりやすく説明でき、子育

てサービスの周知や利用につながった。

育児不安を軽減できるよう今後も継続して周知を徹底していく。 継続・充実

活動目標 ③相談機関のネットワーク強化

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

認知症支援体制強化 包括支援センター

市内関係機関との認知症についての研修会は今年度1回開催。

同仁病院、香美市社会福祉協議会、地域包括支援センターが協

力して相談支援にあたる体制ができた。研修会も継続した取り組み

で顔の見える関係作りができている。

今後は市民への啓発を進めていきたい。また関係機関との研修会に

ついてもできるだけ多くの事業者等に参加を呼びかけ、連携につなげ

ていく。

継続・充実

障害者自立支援協議会 福祉事務所

H25:障害者自立支援協議会3回／相談支援部会12回

H26:障害者自立支援協議会3回／相談支援部会12回

H27:障害者自立支援協議会2回／相談支援部会12回／

　　　居住支援部会4回／子ども支援部会2回

H28:障害者自立支援協議会2回／相談支援部会12回

今後も継続して会議を開催し関係機関の連携強化を図っていく。 継続・充実

香美市 
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活動目標 ④福祉サービス提供体制の充実

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

障害者自立支援協議会 福祉事務所

H25:障害者自立支援協議会3回／相談支援部会12回

H26:障害者自立支援協議会3回／相談支援部会12回／

　　 第4期障害福祉計画（H27年度から29年度を策定）

H27:障害者自立支援協議会2回／相談支援部会12回／

　　　居住支援部会4回／子ども支援部会2回

H28:障害者自立支援協議会2回／相談支援部会12回

自立支援協議会や各部会で課題を抽出し、協議を行いながら課題

を解決するため、関係機関及び事業所等と一層連携を図りながら運

営していく。また、市単独では解決できない課題については中央東広

域圏での対応を検討する。

継続・充実

活動目標 ⑤生活困窮者対策の強化

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

委託先の香美市社会福祉協

議会への「生活相談センター

香美」の設置

福祉事務所

H27.4.1センター開設。H28年度実人数48名/年、延べ件数523

件の相談を受けた。昨年度から継続支援している相談者33名。

複合的な課題を抱えていて、単一機関での対応が難しい問題や、既

存の制度や枠組みで対応することができてこなかった相談を受け止

める窓口ができた。

委託機関と連携し、相談者が生活維持を図るための出口づくりを進

めることが必要である。
継続・充実

庁内会議等の関係機関が連

携できる体制の充実
福祉事務所

各関係機関にとっても、解決困難だった事例についての対応が継続

して行われている。
個人情報に配慮しつつ、連携を図ることが必要である。 継続・充実

支援調整会議への出席及び

支援の決定
福祉事務所

支援プラン（案）作成のための支援調整会議開催：H28年度2回。

委託機関から提出された支援プラン（案）を協議し、支援の決定を

行った。

今後も積極的に支援調整会議に出席していく。 継続・充実

取り組み ３．地域福祉活動の拠点づくり
活動目標 ①地域福祉活動を支える拠点の充実

実施事業 担当課 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

地域の活動拠点及び交流の

場づくり

定住推進課

(まちづくり班)

H28年度、集会所26箇所で整備・修繕・備品購入等を実施。

経年により老朽化した集会所を整備することにより、地域住民が安

全で安心して集会所での活動ができるようになった。

今後も予算確保を行うことにより安全で安心して活動ができる拠点

づくりを継続できるよう取り組む。
継続・充実

公民館事業
生涯学習振興課・

中央公民館

中央公民館、各地区公民館とも地区内外から多数の参加者があ

り、地域活動や三世代交流の場として公民館活動を活発に展開して

いる。

公民館事業を推進するにあたって、参加者の高齢化により事業の減

少、参加者の減少が課題となってきている。

学校と連携を取りながら、学校の授業として世代交流を行っている公

民館もあるが、これからも幅広い年齢の方に参加してもらえるような

事業を計画実施しなければならない。

継続・充実

隣保館デイサービス事業
ふれあい交流セン

ター

【H28】65歳以上の市民参加、年間44回実施、１回あたり平均9

名。

月3～4回の実施であったが、住民交流の場として、また生きがいづく

りの場となった。

福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニ

ティセンターとして、誰もが気軽に利用できる施設を目指す。
継続・充実

香美市 
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基本理念 つながり、集まり、ささえあうまち香美市
取り組み １．地域住民による支えあい活動の促進
活動目標 ①地域ぐるみの支えあい体制の充実

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

地域見守り体制の充実
要援護者安心安全ネットワーク台帳の調査・

整備。

75歳以上の単身者について、緊急時連絡先やかかりつけ医

等について民生委員に聞き取り調査を依頼し、調査された情

報を台帳として記録。社協、市、民生委員で情報を共有し、

急変や大規模災害発生時の避難行動に役立てるべくデー

ター整備を行った。

H27対象者：1,737人

H28対象者：1,876人

引き続き、民生委員児童委員協議会と協働し、整備更新作

業を行うが、住民票上は独居でも実際は家族が同居してい

るケースなどに対してどのように対応していくか、調査の必要

性と民生委員の負担の状態を鑑みて民児協また福祉委員

会と協議し、判断する必要がある。

継続・充実

プラザ八王子にて誰でも気軽に集える場とし

て「地域サロンボランティ家てとて」を交流ス

ペースとして開放。

プラザ八王子で開催される事業や会議等の利用者を中心に

利用が定着。サロンの利用者が自宅に咲いた花を持ってきて

飾ってくれるなど共有のスペースとして認識されつつある。

H26利用者：2,094人(昨年比538人増）

H27利用者：1,998人

H28利用者：2,139人

気軽に利用できる共有のスペースとして利用が増えている。

引き続き明るい雰囲気を保ち施設利用日には利用できるよ

うにする。

継続・充実

民生委員・地域サロンボランティアと一緒に

75歳以上の独居高齢者を訪問。

H28:見守り郵便を出した市民を中心に131件の訪問。うち

73人と面談できた。その情報をもとに民生委員・包括支援セ

ンター職員と情報共有し見守りMAPづくりを行った。

H26：234件を訪問。うち146人と面談。

H27：214件の訪問。うち132人と面談。

H25年度から行ってきた75歳以上の独居高齢者名簿による

見守り訪問が香美市全域を一巡した。本独居はもちろん、

老々世帯、老障世帯への見守り拡大が課題。

継続・充実

地域サロンボランティアによる生活支援活動

(声ともだち、施設傾聴ボランティア)。

希望による独居高齢者への電話での見守り

H26：延べ利用者数190人

H27：延べ利用者数240人

H28：延べ利用者数293人

施設への傾聴ボランティア

H26：6施設へ延べ利用者数192人

H27：6施設へ延べ利用者数188人

H28：5施設へ延べ利用者数198人

地域サロンボランティアによる声ともだちの需要は微増の傾

向にあるが、活動するボランティアさんが限られておりスタッ

フ対応が必要であること、また施設傾聴は活動趣旨が対応さ

れる施設側職員の方に伝わっていないなどの課題がある。

継続・充実

誰でも気軽に集える場として地域サロン「みに

よん」、｢ひとやすみ｣を開放。

サロンを香北、物部に開設、開放し住民だれもが集える場を

提供した。飲み物のサービスや雰囲気などを工夫したことに

より、利用しやすい居場所をつくった。新聞折込チラシや小

中学校への広報も行った。

H26：年間利用者数：香北みによん859人、物部ひとやすみ

1,776人

H27：年間利用者数：香北みによん770人、物部ひとやすみ

1,152人

H28：年間利用者数：香北みによん900人、物部ひとやすみ

929人

気軽に利用できるスペースとして定着しつつあるので、引き続

きたくさんの住民のみなさんに知っていただき、利用してもら

えるようサロンの雰囲気の工夫や広報をしていく。

継続・充実

サロンイベントの開催

サロンにおいて、あしなか(わらじ）づくりやあずま袋(きんちゃく

袋)づくりなどのものづくりを中心にサロンイベントを行い、地域

住民の交流や世代間交流が行われた。

H27：イベント回数11回、参加者107名

H28：イベント回数16回、参加者133名

引き続き、住民の皆さんが興味を持って気軽に参加できる

内容を企画し、開催する。
継続・充実

民生委員児童委員、包括支援センター職員

と一緒に独居高齢者宅を訪問。

高齢者の状態を把握するとともに、健康や介護予防の情報

提供も行った。

H26：63件訪問。

H27：41件訪問。

H28：13件訪問

継続して見守りハガキを送付し訪問していく。民生委員児童

委員協議会や交通安全アドバイザー等とも連携して効果的

な訪問を行う。

継続・充実

自治会からの要望に対して、防犯灯を新設す

る場合にその経費の一部を補助する。

防犯灯の設置により、夜間の通学路、住宅地、農村地域の

生活道路などにおける犯罪や事故を未然に防止する役割を

果たした。

H26：15灯の補助

H27：19地区19灯の補助（共同募金から）

H28：14地区14灯の補助（共同募金から）

自治会からの要望があれば全てに補助を行いたいが、共同

募金を財源としているため、毎年募金額が減少している現状

では要望にそえるか不安である。しかし、自治会が共同募金

活動に積極的に協力をしてくれており、できる限りの対応を心

掛けたい。

継続・充実

民生委員児童委員と香北町消防団の協力を

得て、独居高齢者宅の防火点検を行う。

独居高齢者宅を民生委員と消防分団員とが訪問し、防火の

啓発を行った。

H26：約180人

H27：約200人

H28：約200人

継続して実施する。 継続・充実

活動目標 ②地域で活動する団体との連携強化

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

老人大学

H28：単位老人クラブと一般申込者の合計

179人が参加。10：00～14：40まで奥物部

ふれあいプラザにおいて「脳トレで健康長寿を

目指そう」「特殊詐欺の寸劇とお楽しみ」と題

しての講演が行われ、その後大栃保育園の

園児の発表があり、会員等の歌や踊りなど14

組の芸能発表を行った。また、老人クラブ活

動に長年にわたり功績のあった会員を表彰。

香美市内の老人クラブが一堂に会する機会がほとんどない

ので、老人大学を通して交流をもてた。講演は、百マス計算

などを参加者も共に行い、脳トレを学び介護予防等に役立て

た。

H26：29の単位老人クラブと一般申込者の合計200人が参

加

H27：単位老人クラブと一般申込者の合計193人が参加

老人クラブは高齢化により会員がどんどん減少しており、新

規会員も滅多にいない。共催で行っている事業であるが、ク

ラブの高齢化が進んでいるので準備等を一緒に行うことは難

しい。前期高齢者の会員が増えていくように加入促進を広報

していく。また大学の内容も老人クラブ会員のみなさんがこ

れからの生活に役立ち、楽しめる内容のものを選定し、老人

クラブ連合会と協力して実施していく。

継続・充実

福祉体育大会

H28：12団体から251人の参加。10：00～

15：00まで香北体育センターにおいて体育

大会を開催。風船送り、太公望、輪投げなど

8競技を楽しんだ。

普段は交流することがない施設や団体が親睦を深め交流で

きる。和気あいあいと皆が楽しみ、交流しながら参加してい

る。

H26：13団体からが280人の参加

H27：13団体からが280人の参加

競技種目のマンネリ化などを解消するために、新たな種目を

実施したが、ルールが複雑になってしまい参加者を困惑させ

た点も見受けられたが、おおむね楽しく行えた。1人ケガ（肉

離れ）をした方がいたので、ケガのリスク解消やシンプルでみ

なさんが楽しめる競技種目の選定も検討し、香美市と協力し

て継続して実施する。

継続・充実

愛の餅つきの実施

【香北・物部圏域】

年末に学校や福祉関係団体と協力し餅つき

を行い、独居高齢者に民生委員児童委員を

通じて配布する。

独居高齢者に餅と香北町ふくしボランティア協議会作成の

年賀の絵はがきを訪問配布した。

H26：約200人

H27：約200人

H28：約200人

餅の配布については、喉に詰まらせるので危険ではという意

見もでたが、注意喚起の手紙を渡すことや民生委員訪問時

の声がけを徹底する。関係団体と継続して実施する。

継続・充実

活動目標 ③ボランティア活動の推進

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

たんぽぽの会定例会

【土佐山田圏域】

毎月第４水曜日に開催。見守りハガキの準備

や世代間交流イベントの計画や準備、見守り

電話や施設傾聴のボランティアのマッチング

と情報交換を行う。また、新たな仕組みづくり

について閉じこもりがちな高齢者への働きかけ

の方法などについて話し合った。

定例会時の情報交換やボランティア活動のマッチングがス

ムーズに行えており、地域の仕組みづくりについては積極的

な意見交換ができた。新たな取り組みとしててとて出前カフェ

を4ヶ所でモデル的に行い、地域の方に喜ばれた(H28)。

ボランティアの方は向上心が高く、今後も色々な勉強会を企

画していく。また、新たに始めた出前カフェについては地域の

ボランティアさんとの協同や傾聴ボランティアらしさを出せる

ようなスタイルについて今一度話し合い、今後の活動につな

げていく。

継続・充実

見守りハガキの送付

【香北・物部圏域】

香北町福祉ボランティア協議会と協力して、

独居高齢者宅に見守りハガキ（往復ハガキで

近況等を知らせてもらうもの）や絵手紙を送

付する。

御礼のハガキが届いたり、あったかふれあいセンターの訪問

に繋げることができた。

香北町福祉ボランティア協議会と協力して、継続して実施す

る。
継続・充実

あったかふれあいセンターの

充実

【土佐山田圏域】

あったかふれあいセンターの

充実

【香北・物部圏域】

防犯や防災対策の充実
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活動目標 ③ボランティア活動の推進（続き）

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

ボランティアセンター事業

【H28】ボランティアニーズとボランティアをし

たい人のコーディネートを行い、21件の相談

に対応した。またボランティア活動保険の斡

旋を行い、567名のボランティアが加入した。

また、香美香南南国の三市合同の災害ボラ

ンティアセンター訓練を開催し、香美市から

51名の参加があった。

災害ボランティアセンターにおいては検討会

を行い、運営マニュアルの見直しや災害ボラ

ンティアの実際について講師を招いて研修し

た。（出席者23名）

ボランティアコーディネートをきっかけにニーズの発掘やボラ

ンティアへのつなぎで地域での新しいつながりをつくることが

できた。

また災害ボランティアセンターについて、運営マニュアルの

見直しや訓練の企画などで継続的な取り組みを進めるきっ

かけができた。

【H27】ボランティアニーズとボランティアをしたい人のコー

ディネート：25件の相談に対応

ボランティア活動保険の斡旋：562名のボランティアが加入

香美香南南国の三市合同の災害ボランティアセンター訓練

を開催：香美市から62名の参加

災害ボランティアセンター運営マニュアルの更新を行った

が、訓練は行っておらず、マニュアルに則った訓練を行い、

有事の際の災害ボランティアセンターの運営の質を向上さ

せる為に、マニュアルの更なる見直し等の取り組みを検討会

で継続的に行う必要がある。

継続・充実

活動目標 ④地域福祉を支える担い手の育成

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

出前ろばカフェと認知症サ

ポーター養成講座

認知症について正しく理解し認知症の人やそ

の家族を見守り支援するための講話等を行

う。

出前ろばカフェでは認知症よりそい、かるたや寸劇などにより

気軽に認知症について学んでいただくことができた。また参加

者とコグニサイズなどの運動を行い認知症予防の啓発も行っ

た。

高齢者への啓発の機会はあるが、若い世代への啓発ができ

ていない現状がある。昨年の認知症サポーター養成講座受

講後に発足した学生ボランティアつぼみに協力をしてもらい、

小・中学校での絵本の読み聞かせにおいて認知症に関する

ものを取り上げてもらうなどの啓発活動を進める。

継続・充実

地域の集いリーダー研修会の

開催

【土佐山田圏域】

【H28】「認知症予防のために！」「”音”を”

楽”しく音楽療法」の2講座と、牛乳パックで

作る小物入れ、情報交換会を実施。13地区

から33名の参加。

H26：15地区から43名の参加

H27：18地区から48名の参加

研修内容はおおむね好評で、勉強になった、楽しかったの意

見があった。また牛乳パックで作る小物入れの研修では、簡

単に見栄えの良い小物入れができ、各集いへ持ち帰り皆と作

成したいとの声が聞かれた。情報交換会では、体操を続けて

いて体調が良い、皆と集まれるのが良い、継続が大切との意

見が聞かれた。

参加者・集い数とも前年より減少した。リーダー研修会は1日

の研修が長い、今のままで良いとの両方の意見があり、選べ

るようにできないか検討する。

継続・充実

地域の集いリーダー研修会の

開催

【香北・物部圏域】

講演｢認知症を理解する｣、レクリエーション研

修（笑いヨガ）、ものづくり、情報交換会を行っ

た。

地域でリーダー役として活躍される方々が交流を行った。講

演により、認知症について学び、笑いヨガや物づくりなど地域

に持ち帰って行えるメニューを体験した。

リーダー研修会が魅力的な充実した会となるように、講師の

選定やプログラムを工夫する。
継続・充実

活動目標 ⑤地域福祉の”芽”を地域全体で育む

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

福祉教育推進校事業

市からの受託事業で市内の小中学校10校に

対して1校につき5万円の助成金を拠出し、

各校の福祉教育推進をサポートする。また、

各校での福祉教育に関するカリキュラムにお

いて、社協職員が講師として参加したり、ゲス

トティーチャーをコーディネートした。

例年通り助成金を各小中学校に拠出し、様々な活動に使わ

れた。

H28:カリキュラムにおいては舟入小学校3年生、鏡野中学校

1年生に年間を通して関わり、舟入小は障害者理解、鏡野

中は高齢者理解をテーマに職員が講師として合計で11コマ

参加し、市内在住または在勤の各種障害者の方々をゲスト

ティーチャーとしてコーディネートする等を行った。また、片地

小学校3，4年生の人権参観日に盲導犬ユーザーとの交流

会として安芸市在住の盲導犬ユーザーをコーディネートした。

福祉教育をより広めるために各小中高等学校・大学や教育

委員会と連携を取っていくことが重要である。また、障害者や

高齢者等（以下、当事者）の講話は児童生徒にとって印象に

残ることが多く、より深い学びを得られることや当事者の生き

がい推進の一環として市内の当事者の方で自分のことを語

れる人の発掘や養成も視野に入れる必要があると考えられ

る。

継続・充実

取り組み ２．福祉サービスの充実ならびに制度の隙間への対応強化

活動目標 ①相談窓口の充実

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

無料法律相談

弁護士が社協事務所で相談に応じている。相

談内容は財産、離婚、土地問題など様々な

法的なことで１人30分以内。毎月最終金曜

日を相談日としている。

毎回定員に達するほど好評の事業。無料法律相談であるた

め、経済的な負担がなく香美市での開催であるので来所しや

すく、気軽に相談できる環境である。

H26：相談者数77人

H27：相談者数60人

H28：相談者数60人

生活相談センターが現在の相談室に開設されたため、法律

相談を3階の会議室で行っているが、職員が相談者を相談

室まで案内しており、スムーズに相談ができている。

継続・充実

認知症よりそい相談

社協業務時間内にあったか･介護予防職員

が相談を受ける。傾聴のみで安心される場合

と、必要があれば訪問して状況を把握し地域

包括支援センターへつなげる。

家族、自身のことで将来に不安を感じての相談がある。認知

症について、また介護保険の利用方法についての説明を行

うとともに、他の相談機関や事業所の紹介を行いつながりを

作った。

認知症はメディア等で取り上げられ多くの方が知る所となり理

解が進んでいると思われるが、同時に高齢になるにつれて不

安も大きくなるため、身近な相談窓口として継続していく。

継続・充実

活動目標 ②情報提供の充実

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

暮らしの情報集の配布

【香北・物部圏域】

香北町・物部町の商店等の社会資源や介護

予防の情報などを掲載した情報誌を6回の検

討会で内容等を協議し、600部作成(H28)。

独居高齢者を中心に配布。

地域の集いや商店等を訪問することで、顔の見える関係を作

ることができた。さまざまな情報があり、生活に役立つという

声をいただいた。

独居高齢者等を中心に配布したが、他にも欲しいという要望

があるため増刷を検討する。
継続・充実

社協だよりを通じての事業の

紹介

社協だよりにおいて、元気な高齢者を皆で目

指す取り組みとして行っている体操教室や

ポールウォーキング教室、介護予防講座や、

あったかふれあいセンター事業で行っているボ

ランティア活動などを紹介する。

介護予防事業を広く市民に広報し市民の利用につながるこ

とで、人との交流や外出の機会が増えたり、趣味活動を通し

ての仲間作りができている。

今後も多くの市民の方に積極的に事業に参加してもらえるよ

うに、広報等でわかりやすく情報提供をしていく。
継続・充実

ボランティア募集情報での

ニーズの紹介

社協だよりに掲載しており、施設や団体等の

ボランティアニーズを掲載して、ボランティア

が施設や団体に直接問合せをする形でコー

ディネートを行う。また、香美市社協ホーム

ページ上でもWeb版としてボランティア募集情

報を掲載している。

各施設や団体のボランティアニーズを年間延べ22件掲載

し、ボランティアニーズの発信を行った（H28)。

今後も多くのボランティアニーズを掲載し、広く市民に広報し

ていく。
継続・充実

活動目標 ③相談機関のネットワーク強化

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

関連する会議への出席等によ

る情報共有

高齢者・障害者・児童等の各分野における専

門職同士の定期的な会合やケース検討会へ

の出席。

H27年度当初の生活相談センター香美発足とともに、より幅

広い領域への連携が図られるようになった。

単一の機関では対応困難な問題に対応するためのネット

ワーク形成を、個々のケースを通じて進めていく。
継続・充実

活動目標 ④福祉サービス提供体制の充実

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

成年後見制度や日常生活自

立支援事業の周知

成年後見制度についての説明会ならびに個

別相談会を、市地域包括支援センターととも

に毎月１回実施した。個別相談への参加実

績は９件だった(H28)。

高齢化や認知症の当事者の増加とともに、当事者に対する

支援ニーズは高まっている。

市地域包括支援センター（高齢者）や地域活動支援セン

ター香美（障害者）などの関係機関や弁護士・司法書士等と

も連携を深めつつ、支援が必要な方を受け止める体制の充

実を図る。

継続・充実
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活動目標 ⑤生活困窮者対策の強化

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

生活困窮者自立相談支援事

業の受託ならびに「生活相談

センター香美」の運営

H27.4.1にセンターを開設し、H28年度１年間

で実人数78名（うち生活困窮48名）、延べ

件数935件（うち 〃 523件）の相談を受け

た。また昨年度から継続支援している相談者

が52名（うち〃33名）いる。

複合的な課題を抱えていて単一機関での対応が難しい問題

や、既存の制度や枠組みで対応することができてこなかった

相談を受け止める窓口ができた。

相談者78名（うち生活困窮48名）と昨年度からの継続支援

52名（うち〃33名）併せて130名（うち〃81名）で年度内に

支援終了に至ったのはわずか39名（うち 〃18 名）に止まっ

た。支援スキルの向上を図ると共に、相談者が生活維持を

図るための出口づくりを関係機関とともに進めることが必要で

ある。

継続・充実

生きづらさを抱えた市民から

の相談を受け止め自立支援

生活困窮者の相談は約31.3％が当事者ご

本人からで、行政機関（福祉事務所や保健

師等）からが約21.0％、各関係機関（民生委

員や支援機関）からが約27.1％、親族からが

約8.3％、社協内（センター内他事業含む）

から約10.5％だった(H28)。

家族や支援者は苦労しているが、本人には困り感がないよう

なケースも多いことが把握できた。また、いまだ相談に繋がっ

ていないものの課題を抱えながら孤立状態にある市民がいる

こともわかった。

H27：生活困窮者の相談は半分が当事者ご本人からで、残

る半分は本人以外（家族・親族や他機関など）

潜在的な困窮者や社会的孤立状態に置かれている方に対し

ては、待ちの姿勢でなく積極的なアウトリーチを図っていく必

要がある。

継続・充実

関係機関との連携、誰もが暮

らしやすい地域づくり

市福祉事務所保護班、市収納課、市育成セ

ンター、南国香南香美租税債権管理機構等

と従来以上の連携が図れるようになった。

またフードバンクの取り組みに昨年度に引き

続き、山田高校の生徒が自発的に関わるな

ど市民レベルの協力意識も芽生え始めた。

様々な問題が混在しているケース、あるいは対応できる制度

がないケースなど、他機関にとっても解決困難だったような事

例について対応していく支援の仕組みがスタートした。

税滞納者や多重債務者等は早期に発見できるほど解決の

糸口が見えやすい。個人情報保護に配慮しつつも早期発見

のための一層の連携を図る必要がある。

また、当事者の地域での自立の形を多様にとらえ、就労先の

確保や社会参加の機会などの出口づくりについては市民と共

に進めたい。

継続・充実

取り組み ３．地域福祉活動の拠点づくり

活動目標 ①地域福祉活動を支える拠点の充実

具体的な活動 実績・内容 施策の成果 課題・今後の展開 今後の方向性

地域の集いの開催

【土佐山田圏域】

地区の公民館において集いを開催。香美は

つらつ体操やリズム体操、茶話会などを行っ

ている。

参加者の健康増進につながるとともに、お互いの見守りや閉

じこもり防止につながっている。

集いでは移動手段があれば参加したい、若い人が入らない、

参加者が減ったなどの課題と、近くの集い同士で交流しては

どうかといった意見が出され、社協でできる事を検討する。

継続・充実

地域の自主グループ支援

【香北・物部圏域】

各地区の公民館等で介護予防や仲間づくり

等を目的として活動しているグループの支援。

支援を通して、地域の高齢者の健康増進、教養の向上を

図った。地域との信頼関係を構築した。

今後も出前教室や訪問など職員が積極的に地域に出向き、

継続的に見守り、支援していく。
継続・充実

なかよしサロンの開催

毎月第一木曜日に高齢者の交流の場として

1班から６班のボランティアが交代でサロンを

開催。H28年度から会場を２階から３回の多

目的ホールに変更して行っている。

毎月平均36人(H28)の参加があり各班のボランティアさんの

準備されるイベントを楽しみにしている。会場変更は流し台ま

で距離がある等不安な部分もあったが、紙カップを使用する

ようにする等の変更により混乱なく行えた。

H26：毎月平均32人

H27：毎月平均36人

ボランティア各班ごとのイベントの準備等で班長さんへの負

担が大きかったが、原則として班長を１年交代としたことで少

し負担が軽減したようである。また、バス送迎は申し込みが大

体定員に達しており、新たに受け付けることが難しくなってい

る。

継続・充実

陽まわりの集いの開催

毎月第一水曜日に介護者の会を開催。介護

についての知識や技術等の研修を行ったり、

介護者がお互いの知識や悩みなどを話せる

茶話会などを実施。

H23年に陽まわりの集いを発足した当時からの会員を中心

に、介護について何でも話せる関係が出来ている。自分たち

の会との意識を持ち、年間計画も積極的に考えている。

介護者の会陽まわりの集いの会員は減少傾向にありこのまま

では継続が難しいが、実際には介護疲れや悩みを抱える人

がいるはずであり、必要とされるときの為に残しておくことが必

要と思う。現会員は介護経験豊かな方たちばかりなので、気

軽に参加してもらいたい。会員からは、社協だよりに当事者で

ある会員自身がアピールコラムを書こうとの意見が出され、２

９年度にコラム欄を作成する。

継続・充実
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